
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



港区平和都市宣言  
 

 

 かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和 

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ 

とはありません。 

 私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、 

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。 

 このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生 

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。 

 私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること 

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、 

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること 

を宣言します。 

 

 

  昭和６０年８月１５日 

 

 

港  区   

 

 

 

 

 

 

  

《部署名について》 

 本計画に記載している部署名は、本計画発行時点（平成 30 年３月）の部署

名です。 
 

《元号に関する表記上の注意点》 

 本計画発行時点（平成 30 年３月）では、新元号が定められていないため、

平成 31 年以降の元号についても「平成」又は「Ｈ」を使用しています。 

 新元号が定められた際は、読替えをお願いします。 



みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと 

～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ 

     スポーツで元気になるまちを目指して～ 

 

ご 挨 拶 

 

 スポーツは、子どもから大人まで、言葉や生活習慣、心身の状況を超えて、誰もが楽しめる

世界共通の人類の文化です。 

 港区では、これまで、平成 27（2015）年２月に策定したスポーツ推進計画で掲げた「みんな

ではぐくむ スポーツ文化都市 みなと ～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ スポ

ーツで元気になるまちを目指して～」の実現に向け、区民の「する」「みる」「支える」スポー

ツ活動を重層的に展開し、様々な施策を推進してまいりました。 

 ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が目

前に迫り、国や東京都においても大会の開催及び開催後のレガシーを見据えた動きが活発化し

ています。今後、自ら様々なスポーツに挑戦する、トップアスリートの活躍を間近にみる、ボ

ランティアとして大会の運営に携わるなど、様々な立場でスポーツに関わる機会がさらに増え

ることが見込まれます。 

 港区では、こうした東京 2020 大会の開催等スポーツを取り巻く環境の変化に対応しながら、

これまでの取組の成果を発展、充実するため、「港区スポーツ推進計画」を改定することとしま

した。 

 改定後の計画では、これまでの６つの基本目標を継承していくほか、障害者スポーツへの理

解を深める取組の促進と東京 2020 大会等のレガシーを引き継ぎ、区民のスポーツ活動の拡大を

図ることを新たな目標として追加し、東京 2020 大会等を契機として、区のこれまでの取組の成

果とスポーツ環境の変化に伴う新たな課題へ積極的に対応し、今後一層区民のスポーツ活動の

振興を図ることを盛り込んでいます。 

 本計画の目指すべき姿「みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと ～誰もが 生涯を

通じて スポーツを楽しみ スポーツで元気になるまちを目指して～」の実現に向けて、あら

ゆる世代の誰もが、気軽に「する」「みる」「支える」ことができるスポーツ活動の一層の推進

に取り組んでまいります。 

 改定にあたっては、学識経験者や公募区民、関係団体の方々で構成された港区スポーツ推進

計画検討委員会でのご意見や、アンケート調査、区民意見募集及び区民説明会でご意見をいた

だき、最大限反映するよう努めてまいりました。ご協力をいただいた皆さんに、改めて御礼申

し上げます。 

 

平成 30（2018）年３月 

                          港区教育委員会 

                          教育長 青 木  康 平 
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計画の改定に当たって 第１章 
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第１章 計画の改定に当たって 

１ 本計画におけるスポーツとは 

(１)スポーツとは 

 スポーツの語源は、ラテン語の「deportare（デポルターレ）」に由来する言葉といわれています。

「deportare」の「ある物をある場所から他の場所に移す」の意味から、古フランス語の「desport」の「気

晴らしをする、遊ぶ、楽しむ」を経て、現在の「sport」に至ったとされています。この語源にあるよう

に、日常から離れ、気分転換し、楽しむことは全てスポーツといえます。 

 本計画では、スポーツを通常より幅広い概念で捉え、ルールに基づいて競う運動競技だけではなく、

健康づくりのための体操や気分転換に行う散歩、自然に親しむ野外活動、介護予防のためのトレーニン

グなど、目的を持った身体活動の全てをスポーツと捉えています。 

 

(２)スポーツの意義 

 スポーツには、「する」「みる」「支える」といった多様な関わり方があり、区民が生涯にわたってス

ポーツに親しむことは、区民の健康やいきがいづくり、活力あるまちづくりにおいても大きな意義をも

ちます。 

 

〇スポーツは誰もが楽しめる世界共通の人類の文化です。 

 スポーツは、人の根源的な欲求を充足させるものであり、子どもから大人まで、障害のある人もない

人も、言葉や生活習慣の違いを超えて、誰もが楽しめるものです。スポーツは健康や体力の維持、増進

といった生存に必要な面から語られがちです。しかし、歌を歌う、絵を描く、文学作品を読むというこ

と自体が喜びや楽しさをもたらすように、スポーツも、自らの体を動かして行うこと自体に喜びや楽し

さがある活動です。 

 また、それぞれの国に「固有のスポーツ（国技と呼ばれるものもある）」があるように、スポーツは、

地域によって異なる文化である一方で、多くのスポーツに国際大会があるように、ルールという共通の

認識のもと、様々な人がともに楽しみ、競うことができる、人間らしい、高度な文化であるといえます。 

 

〇子どもたちは、スポーツを通じて、心身ともに健やかに育ちます。 

 現在の子どもの体力・運動能力は、近年回復傾向が報告されていますが、子どもの体力のピークとさ

れる昭和 60（1985）年頃と比較すると依然として低い水準となっています。また、靴の紐が結べない、

スキップができないなどといった、自分の体を操作する基本的な能力が低下している子どもたちが増え

ているなどの現象も、憂慮すべき問題です。 

 子どもの頃からスポーツに親しむことは、身体能力を発達させるとともに、スポーツを通じて、勝ち

負けの厳しさを知り、マナーやフェアプレーの精神、相手を尊重する心を育み、克己心やコミュニケー

ション能力、リーダーシップを身につけるなど、精神面でも様々な成長をもたらします。また、自然環

境の中でのスポーツ体験は、自然を大切にする心や自然と共生する術を身につけることにつながります。

さらに、乳幼児期において、スポーツを楽しむ機会に恵まれた子どもは、その後、学齢期、青年期、成

人期、高齢期になっても、何らかの形でスポーツを続ける傾向が高いことも報告されています。
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〇生涯を通じたスポーツは健康な生活をつくり、いきがいをもたらします。 

 現代は、デスクワークなどが増え、運動不足の人が増加する一方で、ランニングブームなど、健康づ

くりのためにスポーツに取り組む人が増えつつあります。 

 青年期、成人期の運動不足による生活習慣病の増加への対策、高齢者の介護予防など、健康増進の面

からもスポーツは重要です。 

 また、生涯を通じてスポーツを楽しむことは、健康増進だけではなく、仕事などの日常から離れ、非日

常を体験できることから、いきがいづくり、ストレス解消など、精神的な充足にも効果をもたらします。 

 

〇地域スポーツは、仲間をつくり、地域コミュニティを創出します。 

 地域コミュニティの希薄化が指摘される現在の社会の中で、スポーツがもたらす仲間づくりの機会や、

人との関わりを生み出すことへの意義が高まっています。 

 かつては、自主的な少年野球の活動、職場仲間とのスポーツなどを楽しむ人も多くいましたが、現在

では、そういった自主的な活動が停滞しつつある中、つながりを育む一つの手段として地域スポーツが

注目されています。 

 地域スポーツを通じて、地域に仲間をつくり、つながりを育むことは、地域コミュニティの創出、活

性化にもつながります。 

 

〇スポーツは感動をもたらし、地域に活力を生み出します。 

 スポーツは、人を元気づけ、人の心に感動をもたらし、地域に活力を生み出す力があります。東日本

大震災後、数多くのアスリートが被災地を訪れ、スポーツを通じた被災地支援が行われ、スポーツが持

つ大きな力を再認識することができました。また、地域と密着したホームタウンスポーツが注目され、

地域の住民が「サポーター」となり、地元チームを応援することは、多くの人々を元気づけ、地域のつ

ながりや活力を生み出すことにつながっています。 

 オリンピックやワールドカップでの日本人選手の活躍に見られるように、緊迫した競技において、ひ

たむきに頑張る姿や人間の可能性の極限を追求する姿は、多くの人に夢や感動、希望を与えます。 
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２ 計画改定の背景 

(１)国や都の状況 

 国は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」という。）に向

け、平成 27（2015）年 6 月、東京 2020 大会の開催準備に専任で当たる担当大臣※1を設置し、さらに、

平成 27（2015）年 10 月、文部科学省の外局としてスポーツ行政を一元的に担うスポーツ庁を設置す

るなど、体制の整備を行いました。また、平成 28（2016）年 10 月には、東京 2020 大会に向けた政府

の取組を公表し、平成 29（2017）年 1 月以降、「beyond（ビヨンド）2020 プログラム」※2を推進して

います。 

 平成 29（2017）年３月には、スポーツ庁が「第２期スポーツ基本計画」を策定し、国民、スポーツ

団体、民間事業者、地方公共団体、国などが一体となって施策を推進していくことが必要だとしていま

す。 

 東京都では、平成 27（2015）年度から東京 2020 大会成功に向けた区市町村支援事業（補助金事業：

スポーツ振興事業及びスポーツ施設整備）やパラリンピック普及・啓発事業として東京都パラリンピッ

ク体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」を開始し、さらには、平成 27（2015）年 12 月に「2020

年に向けた東京都の取組-大会後のレガシーを見据えて-」を策定しました。 

 国や東京都、東京 2020 組織委員会はじめ、全国自治体では、世界のトップアスリートの活躍を身近

で感じることができ、東京 2020 大会への気運の醸成になることから、東京 2020 大会事前キャンプ誘

致を推進しています。 

 ラグビーワールドカップ 2019 については、平成 28（2016）年度に「ワールドカップ 2019 におけ

る地域交流推進要綱」をスポーツ庁が策定し、大会と連携した地域交流・地域活性化施策などを推進す

る中で、大会開催の効果を全国に普及することが期待されています。 

 このように、スポーツ行政は国際大会の開催の充実とともに、スポーツの「楽しさ」「喜び」という

価値を享受し、前向きで活力ある社会と絆の強い社会を創ることが求められています。 

 

(２)港区の状況 

 区では、港区のスポーツの推進に関する多様な施策を総合的に体系化し、今後のスポーツ施策の基本

的な方向性を定めた初の計画として、平成 24（2012）年３月に「港区スポーツ推進計画」を策定しま

した。 

 平成 27（2015）年２月には「港区教育ビジョン（港区教育大綱）」のもと、区民の「する」「みる」

「支える」スポーツ活動を重層的に展開し、子どもから大人まで、障害のある人もない人も、誰もがス

ポーツに親しみ、スポーツで元気になる『スポーツ文化都市みなと』の実現に向けた施策を着実に推進

するため、「港区スポーツ推進計画」を策定しました。策定した計画に基づき、東京 2020 大会に向けた

気運醸成の取組としてオリンピアン等によるスポーツ教室や国際大会のパブリック・ビューイング※3、

スポーツボランティア育成事業等の実施や各国・各競技団体の東京 2020 大会事前キャンプ誘致の取組

を進めています。また、障害者スポーツへの取組を促進し、障害者を対象とした事業や障害者スポーツ

への理解を深める機会を提供しています。 

                                                  
※1 担当大臣：東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 
※2 beyond（ビヨンド）2020 プログラム：2020 年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を生かし、成熟社

会にふさわしい次世代に誇れるレガシーを創り出す文化プログラム 
※3 パブリック・ビューイング：競技場や公園・広場の特設会場などに設置された大型スクリーンで、別の会場で行われているスポーツ

の試合を観戦すること、あるいはそれを目的としたイベント。日本ではサッカーの観戦でよくこの手法が用いられています。 
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 さらに、区内のお台場海浜公園がトライアスロン競技（オリンピック競技・パラリンピック競技）会

場となることから、区は（公社）日本トライアスロン連合等※4と平成 28（2016）年 11 月に協定を締結

し、トライアスロン競技の普及・啓発に取り組んでいます。 

 この他、2019 年のラグビーワールドカップに向けて、（公財）日本ラグビーフットボール協会との協

定に基づくラグビーの普及・啓発に取り組んでいます。 

 東京 2020 大会等の国際大会を戦略的に活用して、今後一層区民のスポーツ活動の振興を図ることが

望まれています。 

 

 

３ 計画の目的 

 港区ではこれまで、「港区スポーツ推進計画」（平成 27（2015）年 2 月策定）で掲げた将来の港区の

目指すべき姿「みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと ～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽

しみ スポーツで元気になるまちを目指して～」の実現に向け、施策を推進してきました。 

 こうした中で、成人の週１回以上のスポーツ実施率の低下という状況を踏まえ、子育て世代、働き盛

り世代のスポーツ実施率の向上、障害者が気軽にスポーツができる環境づくりや意識啓発、スポーツを

「みる」「支える」といった多様な関わり方の推進など、解決すべき課題が残されています。 

 一方で、東京 2020 大会の開催が目前に迫り、自らの可能性への挑戦、トップアスリートを間近にみ

る、ボランティアとして運営に携わるなど、様々な立場でスポーツに関わる機会がさらに増えることが

見込まれます。 

 こうしたことから、「港区スポーツ推進計画」は、これまでの取組を基本に据えつつ、「港区教育ビジ

ョン（港区教育大綱）」の基本理念・方向性を踏まえて、東京 2020 大会の開催等スポーツを取り巻く環

境の変化に対応しながら、これまでの成果を発展、充実することが、環境の変化に即していると捉え、

「みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと」を実現するための目標と道筋を引き続き示す計画とし

て改定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
※4 （公社）日本トライアスロン連合等：（公社）日本トライアスロン連合、（一社）東京都トライアスロン連合、港区トライアスロン連

合、（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団、（一財）港区体育協会。 
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４ 計画改定の方向性 

 「港区スポーツ推進計画」は、平成 27（2015）年度から平成 32（2020）年度までの６年間の計画

とし、中間年となる平成 29（2017）年度に、後期３年に該当する平成 30（2018）年度から平成 32（2020）

年度の計画について改定することとしています。 

 改定に当たっては、現行計画に掲げる目指すべき姿「みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと

～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ スポーツで元気になるまちを目指して～」及び６つの基

本目標「１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の促進」、「２ スポーツを通じた仲間づくり・地域づく

り」、「３ 港区ならではのスポーツ文化の醸成」、「４ スポーツを楽しめる場の確保」、「５ スポーツ活

動を支援する環境の整備」、「６ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けて」を継承

するとともに、今後３年間、さらに積極的に推進していく「７ 障害者スポーツ活動の場の充実と理解

の促進」と「８ 東京 2020 大会等のレガシー※5の継承・活用」の２つの目標を新たに追加します。 

 現行計画における 22 施策 80 事業については、区のこれまでの取組の成果とスポーツ環境の変化に伴

う新たな課題、区民アンケートの結果等を踏まえ、以下の方向性のもと内容を見直します。 

 

１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ環境を整え、スポーツ活動への参加意欲を高めます。 

○子どもから大人まで、障害のある人もない人も、誰もが、身近な場所で、スポーツに親しみながら、

生涯を通じて、それぞれの興味や目的に応じてスポーツを楽しむことができるよう、ライフステー

ジに応じた多様なスポーツ施策を展開します。 

○介護予防や高齢者の健康増進を図るため、介護予防総合センター等の関係機関と連携し、高齢者の

スポーツ活動への参加意欲を高める取組を積極的に行います。 

 

２ 地域でスポーツを楽しめる場づくりを支援し、スポーツを通じたまちの活性化、地域づくり

を促進します。 

○スポーツを通じたまちの活性化、地域づくりを促進し、地域課題解決に向けた取組を行う総合型地

域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）を支援します。 

○区民が、地域で仲間とスポーツを楽しむことで、コミュニケーションの場が育まれるよう、社会体

育団体や体育協会加盟団体、自主クラブ等の地域スポーツ組織の活動を支援します。 

 

３ 港区の特性を生かしたスポーツ施策を充実し、スポーツの楽しみや区民の交流を広めます。 

○スポーツ関係機関やプロスポーツチーム等との連携を通じて、試合や練習の観戦機会の拡大ととも

に、世界の舞台で活躍したトップアスリートの技術や魅力を、地域のスポーツ推進に還元できるよ

うな取組を行います。 

○歴史的な名所や旧跡、六本木、赤坂、お台場等の観光資源を生かしたウォーキングや海を活用した

事業を充実します。 

○大使館や区内在住外国人が多数を占める区の特性を生かし、スポーツを通じて国際交流や相互理解

を図る事業を実施します。 

 

  

                                                  
※5 レガシー：東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等においても、開催以降、観光・文化交流等の促進に加えて、スポー

ツの文化が区民の生活に根付き、スポーツの推進が図られることが期待されます。 
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４ スポーツ施設を整備・充実し、スポーツを楽しめる場を増やします。 

○区民が気軽にスポーツを続けられるようスポーツ施設の計画的な整備を図るとともに、プログラム

の充実により、サービスの向上に取り組みます。 

○区立小・中学校施設の開放に取り組み、区民の多様なスポーツ活動の場を充実します。 

○区内の大学や民間スポーツ施設との連携を強化し、スポーツ活動の場の拡大を図ります。 

 

５ 多様なスポーツ活動へのニーズに対応し、区民の主体的なスポーツ活動を支える環境を整備

します。 

○今後実施予定のマラソン大会はじめ、様々なスポーツイベントにおいて、スポーツ活動を支える人

材が必要となります。スポーツ活動を支えるリーダーの育成やスポーツボランティアの育成・拡大、

支援、組織間の連携の促進により、区民の主体的なスポーツ活動を支える体制の整備を強化します。

併せて、東京都と連携し、東京 2020 大会等への区民のボランティア参加を目指します。 

○区は、（公社）日本トライアスロン連合、（公財）日本ラグビーフットボール協会や各種スポーツ団

体等と連携し、様々なスポーツ活動の支援に努め、区民のスポーツへの参加の促進を図ります。 

 

６ 障害者スポーツに触れる機会を創出し、障害者スポーツへの理解を深めます。 

○東京 2020 大会を契機とし、区民が障害者スポーツの理解を深められるよう、パラリンピック競技

の体験機会を提供します。また、障害者スポーツに親しめるような環境の整備を行います。 

○パラリンピック競技団体や区内企業等と連携を図り、区有施設でスポーツ教室を行うなど、障害者

スポーツの普及・啓発を図ります。 

 

７ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた気運醸成の取組を強化します。 

○東京 2020 大会時は、トライアスロン競技がお台場海浜公園で行われます。また、さらなる気運醸

成に向け、大会の公式練習会場や各国・各競技団体の事前キャンプの誘致、ＮＯＣハウス※6の設置

等を目指します。 

○世界のトップアスリートと区民が身近に接することができるスポーツ教室や国際大会のパブリッ

ク・ビューイングの実施等により、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 大会への気運醸成

を図ります。 

○ラグビーワールドカップ 2019 に向けて、（公財）日本ラグビーフットボール協会等と連携し、ラ

グビーイベントやラグビー教室の充実を図り、ラグビーに触れる機会を増やします。 

 

８ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等のレガシー（遺産）を引き継ぎ、区民の

スポーツ活動の拡大を図ります。 

○東京 2020 大会等を契機とした取組を大会後も継続して行い、「する」「みる」「支える」スポー

ツの観点から区民のスポーツ活動が拡大されるような取組を推進します。 

○東京 2020 大会までの取組で培った各競技団体等とのつながりをもとに、大会後も区民のスポー

ツ活動に生かせる事業を継続して実施します。 

  

                                                  
※6 NOC ハウス：オリンピック開催国において、各国のオリンピック委員会（NOC）が、選手村以外に設置するホスピタリティーハウス。

メダリストの記者会見、競技の観戦イベントや自国の文化の発信などを行うための選手、各 NOC 事務局等による活動拠点。 
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５ 計画の位置付け 

 「港区スポーツ推進計画」は、スポーツ分野における具体的な取組を推進するための基本的な考え方

や施策を示すものです。また、「港区基本計画・港区実施計画」をはじめ、学校教育や生涯学習、子ど

も読書活動などの教育分野の各計画のほか、保健福祉等の関連計画と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調 整 

 

 

すべての人の学びを 支え つなぎ 生かす

生涯を通じて夢と生きがいをもち、自ら学び、 

考え、行動し、未来を創造する人 

港区教育ビジョン（港区教育大綱） 

(1)「徳」「知」「体」を育む学び 

(2) 生き抜く力を育む学び 

(3) 生涯を通じた学び 

(4) 地域社会で支えあう学び 

(5) つながり、伝え、循環する学び 

目指す人間像 

基本理念 

基本的方向性 

港区基本計画 

港区実施計画 

(平成 30（2018）年度～ 

平成 32（2020）年度) 

港区基本構想（平成 14（2002）年～） 

教育行政の個別計画（後期計画：平成 30（2018）年度～平成 32（2020）年度） 

○ 港区学校教育推進計画 

○ 港区生涯学習推進計画 

○ 港区立図書館サービス推進計画 

○ 港区子ども読書活動推進計画 

○ 港区スポーツ推進計画 
 

港区教育ビジョンの実現に向けた

スポーツ推進に関する取組 

※生涯学習は学校教育やスポーツ、図書館分野など、あらゆる学習を包含する活動ですが、 

学校教育、スポーツ、図書館、子ども読書活動に関する施策は、それぞれの分野における 

個別計画で定めます。 
 
※区は、平成 27（2015）年 7 月、港区総合教育会議での協議を踏まえ、「港区教育ビジョン」

を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に規定する「港区の教育、学術及び文化の

振興に関する総合的な施策の大綱（港区教育大綱）」として位置付けています。 
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６ 計画の期間 

計画の期間は、平成 27（2015）年度からの６年間を計画期間とする「港区スポーツ推進計画」の

後期３年に該当する平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章  港区のスポーツに関する 
      現状と課題
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第２章 港区のスポーツに関する現状と課題 

１ 港区の特性 

 区は、東京の都心に位置し、陸・海・空にわたる数多くの交通網が整備されていることから、他に類

をみない国際的な都市として発展してきました。 

 昼間人口は約 94 万人（平成 27 年国勢調査）に及び、東京 23 区内で も多くなっています。 

 また、区の外国人住民は、平成 30（2018）年１月 1 日現在で 19,522 人、総人口の約８％を占めて

おり、多様な文化を持つ人々が住む都市となっています。 

 区では、過去に、急激な人口減少や少子高齢化などにより、既成のコミュニティの活力低下が問題と

なっていました。現在、都心回帰が進み、人口が回復する中で、在来の住民だけではなく、新たな住民、

外国人などの新しい構成員を加えたコミュニティづくりが区の課題となっています。スポーツの推進に

おいても、多様な区民を視野に入れた取組が重要です。 

 区には、埋め立てとともに形成された運河やお台場などの貴重な水辺空間があり、区の特徴の一つと

なっています。 

 また、区には本社機能がある企業が数多く存在し、トップアスリート、プロスポーツチームが集まる

特性があります。平成 29（2017）年 12 月 1 日現在で 82 の大使館が立地し、日本にある大使館の過半

数を占めていることも港区ならではの特性です。 

 近年、全国的にも、まちのブランドづくり、活性化に向けたスポーツの役割が注目される中で、港区

においても、区の特性を生かしたスポーツの推進を図ることで、区の魅力やブランドを発信していくこ

とが期待されます。 
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２ 港区のスポーツにおける現状と課題 

(１)誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の促進 

○成人のスポーツ実施状況 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年 6 月）では、7 割以上

の区民が運動不足を「感じている」あるいは「ある程度感じている」と回答しています。特に 20 歳代、

30 歳代と年齢が若くなるほどその傾向が顕著になっています。 

 区全体の成人の週 1 回以上のスポーツ実施率は 41.1％であり、前回調査時（平成 26（2014）年 7 月）

の 51.1％と比べて、10 ポイント低下しています。「港区スポーツ推進計画」（平成 27（2015）年２月）

で掲げたスポーツ実施率 65％以上という目標値には至っていません。 

 1 年間に運動やスポーツを行った日数を年代別に見ると、20 歳代、30 歳代と年齢が若くなるほど、

実施日数が低い傾向にあります。一方、60 歳～64 歳、65 歳～69 歳、70 歳～74 歳の週 1 回のスポー

ツ実施率は５割程度となっており、前回調査時よりも低い実施率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

週に１回以上

（年51日以上）

41.1%

月に１～３日

（年12日～50日）

18.4%

３ヶ月に１～２日

（年４日～11日）

8.2%

年に１～３日

5.6%

わからない

2.8%

運動やスポーツは

していない

14.4%

無回答

9.5%

■【在住者】成人の週１回以上のスポーツ実施率（H29（2017）） 

■年代別にみた 1 年間に運動やスポーツを行った日数（H29（2017）） 

  合計

週に１回
以上（年
51日以
上）

月に１～３
日（年12
日～50
日）

３ヶ月に１
～２日（年
４日～11
日）

年に１～３
日

わからな
い

運動やス
ポーツはし
ていない

無回答

984 408 183 81 56 25 143 88
100.0 41.5 18.6 8.2 5.7 2.5 14.5 8.9

18 7 2 3 3 0 1 2
100.0 38.9 11.1 16.7 16.7 0.0 5.6 11.1

46 15 14 6 4 1 4 2
100.0 32.6 30.4 13.0 8.7 2.2 8.7 4.3

71 28 12 8 5 4 11 3
100.0 39.4 16.9 11.3 7.0 5.6 15.5 4.2

90 36 16 13 2 3 14 6
100.0 40.0 17.8 14.4 2.2 3.3 15.6 6.7

138 60 32 9 10 2 17 8
100.0 43.5 23.2 6.5 7.2 1.4 12.3 5.8

136 52 25 14 12 6 24 3
100.0 38.2 18.4 10.3 8.8 4.4 17.6 2.2

126 56 29 11 5 2 20 3
100.0 44.4 23.0 8.7 4.0 1.6 15.9 2.4

103 42 20 9 7 1 16 8
100.0 40.8 19.4 8.7 6.8 1.0 15.5 7.8

71 35 15 1 1 3 7 9
100.0 49.3 21.1 1.4 1.4 4.2 9.9 12.7

64 31 7 3 3 1 9 10
100.0 48.4 10.9 4.7 4.7 1.6 14.1 15.6

48 25 2 3 0 1 7 10
100.0 52.1 4.2 6.3 0.0 2.1 14.6 20.8

73 21 9 1 4 1 13 24
100.0 28.8 12.3 1.4 5.5 1.4 17.8 32.9

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75歳以上

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

全体

週１回以上のスポーツ実施率 

41.1% 

Ｎ＝993 

※年齢無回答の数を除いてクロス集計しているため、実施率に相違があります。 

各項目の 1 行目は

サンプル数、2 行

目は割合（％） 

※「港区スポーツ推進計画の改定に向けた

アンケート調査」の集計は、小数点第２

位を四捨五入しているため、数値の合計

が 100%にならない場合があります。 
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 国や東京都においても、成人の週 1 

回以上のスポーツ実施率は低下傾向に 

あります。 

 今後、区の実施率低下の検証を行う 

とともに、国や東京都の推移を注視す 

る必要があります。 

 

 

 

 

  

■【在住者】成人の週１回以上のスポーツ実施率（H26（2014）） 

■年代別にみた 1 年間にスポーツを行った日数（H26（2014）） 

週に１回以上

（年51日以上）

51.1%

月に１～３日

（年12日～50日）

21.7%

３ヶ月に１～２日

（年４日～11日）

8.9%

年に１～３日

4.5%

わからない

1.2%

運動やスポーツは

していない

10.1%

無回答

2.5%

週１回以上のスポーツ実施率

51.1% 

  合計

週に１回
以上（年
51日以
上）

月に１～３
日（年12
日～50
日）

３ヶ月に１
～２日（年
４日～11
日）

年に１～３
日

わからな
い

運動やス
ポーツはし
ていない

無回答

680 347 147 61 31 8 69 17
100.0 51.0 21.6 9.0 4.6 1.2 10.1 2.5

14 5 2 3 1 0 2 1
100.0 35.7 14.3 21.4 7.1 0.0 14.3 7.1

33 9 12 9 1 0 2 0
100.0 27.3 36.4 27.3 3.0 0.0 6.1 0.0

62 28 17 6 6 0 5 0
100.0 45.2 27.4 9.7 9.7 0.0 8.1 0.0

79 36 22 10 5 1 5 0
100.0 45.6 27.8 12.7 6.3 1.3 6.3 0.0

81 34 25 10 5 1 6 0
100.0 42.0 30.9 12.3 6.2 1.2 7.4 0.0

63 33 14 5 3 1 7 0
100.0 52.4 22.2 7.9 4.8 1.6 11.1 0.0

66 40 11 3 4 1 7 0
100.0 60.6 16.7 4.5 6.1 1.5 10.6 0.0

49 31 12 0 3 0 2 1
100.0 63.3 24.5 0.0 6.1 0.0 4.1 2.0

53 27 12 5 1 1 5 2
100.0 50.9 22.6 9.4 1.9 1.9 9.4 3.8

57 30 8 5 1 1 10 2
100.0 52.6 14.0 8.8 1.8 1.8 17.5 3.5

44 33 3 3 0 1 3 1
100.0 75.0 6.8 6.8 0.0 2.3 6.8 2.3

79 41 9 2 1 1 15 10
100.0 51.9 11.4 2.5 1.3 1.3 19.0 12.7

65-69歳

70-74歳

75歳以上

50-54歳

55-59歳

60-64歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

全体

Ｎ＝683 

※年齢無回答の数を除いてクロス集計しているため、実施率に相違があります。 

各項目の 1 行目は

サンプル数、2 行目

は割合（％） 

■国・東京都・区における成人の週 1 回以上スポーツ実施率の推移

資料）内閣府・文部科学省「体力・スポーツに関する世論調査」（平成 24 年度まで）、内閣府「東京オリンピック・ 

パラリンピックに関する世論調査」（平成 27 年度）、スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（平成 

28 年度）、東京都「都民のスポーツ活動に関する世論調査」（Ｈ24）及び（Ｈ26）、東京都「都民のスポーツ活動・ 

パラリンピックに関する世論調査」（Ｈ28）をもとに港区作成 

（年度）



 

14 

 

＜現状＞ 

○成人の週１回以上のスポーツ実施率は 41.1%（在住者）であり、前回から 10 ポイント低下し、目

標値 65%に至っていない。なかでも、子育て・働き盛り世代のスポーツ実施率が低い。 

○65 歳以上 74 歳未満のスポーツ実施率は約 50％で、他の年代と比べて高いものの、前回からは低

下している。 

＜課題＞ 

●区民のニーズにあった多様なスポーツ施策の展開が必要である。特に、スポーツ実施率が低い子育

て・働き盛り世代へのさらなるスポーツの啓発、きっかけづくりが重要である。 

●高齢者が気軽にスポーツに参加できる、さらなる環境づくりが重要である。 

 

 

 

○スポーツをする目的 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年６月）では、運動・ス

ポーツを行う理由としては、「健康維持・体力の向上」（67.0％）、次いで「運動不足の解消」（56.2％）

の順に多くなっており、健康・体力づくりが主な目的となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.0 

56.2 

37.1 

22.1 

12.0 

28.0 

15.2 

28.0 

7.9 

2.8 

3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

N=824

健康維持・体力の向上

運動不足の解消

ストレスの解消

友人・仲間との交流

家族とのふれあい

身体を動かす楽しみ

生活の充実

美容、肥満の解消

自己の記録や技術の向上

その他

無回答

■【在住者】運動やスポーツを行っている理由 
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 また、1 年間に行った運動やスポーツで回答が多かった種目は、散歩（ぶらぶら歩き）、ウォーキング

などであり、身近な場所で気軽に行える種目、健康・体力づくりに適した種目が上位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区民の運動やスポーツを推進するために、どのようなスポーツ指導者が必要だと思うかという問いに

対しては、「スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味・関心がわくような指導ができる人」が 56.5％、

次いで「健康・体力づくりのための運動やスポーツの指導ができる人」が 46.3％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■【在住者】どのようなスポーツ指導者が必要だと思うか 

  合計

水泳（アク
アエクサ
サイズ等
含む）

体操・ラジ
オ体操
（新体操
含む）

ゴルフ
自転車・
サイクリン
グ

筋力ト
レーニン
グ

登山・ハ
イキング

ヨガ・気
功・太極
拳

ジョギング
ウォーキ
ング

散歩（ぶ
らぶら歩
き）

984 209 129 169 132 177 122 133 160 319 402
100.0 21.2 13.1 17.2 13.4 18.0 12.4 13.5 16.3 32.4 40.9

18 7 2 2 3 7 2 1 4 6 9
100.0 38.9 11.1 11.1 16.7 38.9 11.1 5.6 22.2 33.3 50.0

46 9 4 14 10 11 5 14 16 12 21
100.0 19.6 8.7 30.4 21.7 23.9 10.9 30.4 34.8 26.1 45.7

71 15 4 7 10 13 8 16 15 21 36
100.0 21.1 5.6 9.9 14.1 18.3 11.3 22.5 21.1 29.6 50.7

90 22 8 17 13 18 12 14 24 30 45
100.0 24.4 8.9 18.9 14.4 20.0 13.3 15.6 26.7 33.3 50.0

138 27 20 24 19 33 21 22 30 49 54
100.0 19.6 14.5 17.4 13.8 23.9 15.2 15.9 21.7 35.5 39.1

136 25 11 21 18 19 16 17 21 42 44
100.0 18.4 8.1 15.4 13.2 14.0 11.8 12.5 15.4 30.9 32.4

126 26 10 21 13 21 9 14 17 39 39
100.0 20.6 7.9 16.7 10.3 16.7 7.1 11.1 13.5 31.0 31.0

103 23 18 18 16 14 17 11 13 34 39
100.0 22.3 17.5 17.5 15.5 13.6 16.5 10.7 12.6 33.0 37.9

71 16 14 16 10 14 14 9 10 28 36
100.0 22.5 19.7 22.5 14.1 19.7 19.7 12.7 14.1 39.4 50.7

64 16 12 13 10 9 8 6 4 23 25
100.0 25.0 18.8 20.3 15.6 14.1 12.5 9.4 6.3 35.9 39.1

48 12 12 5 6 9 5 5 4 18 24
100.0 25.0 25.0 10.4 12.5 18.8 10.4 10.4 8.3 37.5 50.0

73 11 14 11 4 9 5 4 2 17 30
100.0 15.1 19.2 15.1 5.5 12.3 6.8 5.5 2.7 23.3 41.1

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75歳以上

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

全体

20-24歳

25-29歳

■【在住者】年代別にみた１年間に行った運動やスポーツ（上位 10 項目まで） 

■：１位 ■：２位 ■：３位各項目の 1 行目はサンプル数、2 行目は割合（％） 

% % % % % % % % %
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○子どものスポーツ実施状況 

 「港区の教育についてのアンケート調査」（平成 29（2017）年６月）では、学校の授業以外で運動や

スポーツを行った日数について、小学生は「週に１～２日」が約４割と も多く、次いで「ほぼ毎日」

「週３日以上」と続いています。中学生は「ほぼ毎日」と「週３日以上」が約３割で も多く、「週に

１～２日」と続いています。 

 一方、「まったくしていない」は、小学生で 7.7％、中学生で 8.5％となっています。理由の上位は、「勉

強や習いごとで忙しい」がともに多く、中学生では「苦手」「嫌い」とする回答も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの体力 

 「平成 28 年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果では、「体力合計点」

において、港区は東京都平均をほとんど上回る結果となっています。 

 子どもたちが日常的に体を動かすことができるよう運動・スポーツの機会の継続的な提供が必要です。 
 

 

  
体力合計点

（点） 

身長 

（cm） 

体重 

（㎏） 

握力 

（㎏） 

上体起こ

し（回）

長座体前

屈（cm）

反復横跳

び（点）

20ｍシャト

ルラン（回） 

50ｍ走 

（秒） 

立ち幅と

び（cm）

ソフトボー

ル投げ（m）

港区 43.7 129.6 27.0  13.3 15.9 28.6 35.4 36.4  10.0  136.2 14.8 

（東京都） (43.2) (128.5) (26.5) (12.6) (16.1) (29.2) (34.5) (35.4) (10.0) (133.0) (14.8)

 

  
体力合計点

（点） 

身長 

（cm）

体重 

（㎏） 

握力 

（㎏） 

上体起こ

し（回）

長座体前

屈（cm）

反復横跳

び（点）

20ｍシャト

ルラン（回） 

50ｍ走 

（秒） 

立ち幅と

び（cm）

ソフトボー

ル投げ（m）

港区 44.7 128.1 26.0  12.2 15.6 33.4 33.8 27.0  10.3  130.3 8.5 

（東京都） (43.8) (127.6) (25.9) (11.9) (15.6) (33.0) (32.8) (26.4) (10.3) (125.6) (8.9)

 

 

  
体力合計点

（点） 

身長 

（cm） 

体重 

（㎏） 

握力 

（㎏） 

上体起こ

し（回）

長座体前

屈（cm）

反復横跳

び（点）

持久走 

（秒） 

50ｍ走 

（秒） 

立ち幅と

び（cm）

ハンドボー

ル投げ（m）

港区 33.7  154.2 43.6  24.3 25.3 38.6 49.8 432.3  8.6  181.0 18.4 

（東京都） (32.9) (153.1) (43.0) (23.3) (24.3) (37.9) (49.2) (425.2) (8.5) (177.4) (17.5)

 

  
体力合計点

（点） 

身長 

（cm） 

体重 

（㎏） 

握力 

（㎏） 

上体起こ

し（回）

長座体前

屈（cm）

反復横跳

び（点）

持久走 

（秒） 

50ｍ走 

（秒） 

立ち幅と

び（cm）

ハンドボー

ル投げ（m）

港区 43.2  153.7 43.1  22.0 21.8 42.8 45.1 305.2  9.1  163.3 10.5 

（東京都） (43.5) (152.4) (43.1) (21.4) (21.4) (42.3) (45.6) (303.9) (9.1) (162.8) (11.0)

ほぼ毎日

20.9%

週３日以上

19.0%
週１～２日

38.6%

月１～３日

8.2%

３か月に１～２日

2.9%

１年間に１～３日

1.4%

まったくしていない

7.7% 無回答

1.4%

ほぼ毎日

30.3%

週３日以上

30.9%

週１～２日

18.3%

月１～３日

6.8%

３か月に１～２日

2.2%

１年間に１～３日

1.7%

まったくしていない

8.5% 無回答

1.2%

■学校の授業以外で運動やスポーツを行った日数（左：小学５年生、右：中学２年生） 

■中学校 1 年生男子の体力合計点の結果 

Ｎ＝1,181 Ｎ＝585 

■中学校 1 年生女子の体力合計点の結果 

■小学校 3 年生男子の体力合計点の結果 

■小学校 3 年生女子の体力合計点の結果 

資料）「平成 28 年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果」をもとに港区作成 
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○高齢者のスポーツ実施状況 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年 6 月）では、60 歳以上

74 歳までの週１回のスポーツ実施率は約５割となっており、区民平均の 41.1%よりも 10 ポイント程度高

くなっています。（Ｐ12 参照） 

 実施種目は、他の年代と同様、散歩（ぶらぶら歩き）、ウォーキングが多くなっていますが、水泳、

体操・ラジオ体操、ゴルフも比較的多くなっています。（P15 参照） 

 また、運動やスポーツを行っている理由では、「健康維持・体力の向上」や「運動不足の解消」だけ

でなく、「身体を動かす楽しみ」、「友人・仲間との交流」も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  合計
健康維
持・体力
の向上

運動不足
の解消

ストレス
の解消

友人・仲
間との交
流

家族との
ふれあい

身体を動
かす楽し
み

生活の充
実

美容、肥
満の解消

自己の記
録や技術
の向上

その他 無回答

817 547 459 303 179 99 229 122 228 64 23 27
100.0 67.0 56.2 37.1 21.9 12.1 28.0 14.9 27.9 7.8 2.8 3.3

16 10 8 7 3 1 5 7 3 0 1 0
100.0 62.5 50.0 43.8 18.8 6.3 31.3 43.8 18.8 0.0 6.3 0.0

41 26 26 18 11 3 15 9 18 6 1 1
100.0 63.4 63.4 43.9 26.8 7.3 36.6 22.0 43.9 14.6 2.4 2.4

59 38 33 26 12 7 18 9 23 5 1 0
100.0 64.4 55.9 44.1 20.3 11.9 30.5 15.3 39.0 8.5 1.7 0.0

74 50 35 38 18 15 20 12 25 7 1 1
100.0 67.6 47.3 51.4 24.3 20.3 27.0 16.2 33.8 9.5 1.4 1.4

120 80 63 53 21 17 24 17 38 11 5 1
100.0 66.7 52.5 44.2 17.5 14.2 20.0 14.2 31.7 9.2 4.2 0.8

109 71 64 40 23 22 31 16 32 6 0 2
100.0 65.1 58.7 36.7 21.1 20.2 28.4 14.7 29.4 5.5 0.0 1.8

106 73 66 43 23 14 30 15 38 8 4 1
100.0 68.9 62.3 40.6 21.7 13.2 28.3 14.2 35.8 7.5 3.8 0.9

84 57 52 31 16 11 25 10 15 10 4 2
100.0 67.9 61.9 36.9 19.0 13.1 29.8 11.9 17.9 11.9 4.8 2.4

61 43 38 20 14 3 18 8 11 2 1 1
100.0 70.5 62.3 32.8 23.0 4.9 29.5 13.1 18.0 3.3 1.6 1.6

54 40 30 9 12 3 17 8 8 5 1 6
100.0 74.1 55.6 16.7 22.2 5.6 31.5 14.8 14.8 9.3 1.9 11.1

39 32 20 12 10 1 13 5 12 2 0 3
100.0 82.1 51.3 30.8 25.6 2.6 33.3 12.8 30.8 5.1 0.0 7.7

54 27 24 6 16 2 13 6 5 2 4 9
100.0 50.0 44.4 11.1 29.6 3.7 24.1 11.1 9.3 3.7 7.4 16.7

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

全体

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

75歳以上

■【在住者】年代別にみた運動やスポーツを行っている理由 

各項目の 1 行目はサンプル数、2 行目は割合（％） ■：１位 ■：２位 ■：３位
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○障害者のスポーツ実施状況 

 平成 28（2016）年度に東京都が都内に居住する 18 歳以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害

者並びに難病患者 3,600 人（無作為抽出）を対象に実施したアンケート調査の結果では、週１回以上の

スポーツ実施率は 50.6%であるという結果が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■障害別、年代別にみた障害者の週１回以上のスポーツ実施率 

資料）平成 28 年度東京都福祉保健局委託事業「社会参加に関する障害者等の意識調査報告書」
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また、スポーツや運動を行う際に必要な支援としては、「適切な指導者」が 25.5％と も高く、次い

で「一緒に行う仲間」が 19.5％と高くなっています。その他、「会場までの送迎」（14.9％）、「障害にあ

わせたプログラムの充実」（14.6％）、「施設の利用料減免」（14.3％）、「スタジアム、体育館などの建物

や設備のバリアフリー化」（14.1％）、「交通機関やまちのバリアフリー化」（13.0％）、「障害に対応した

情報の提供や問合せ方法の充実」（12.4％）など、様々な意見が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

○障害者がスポーツや運動を行う際の支援として、「適切な指導者」「一緒に行う仲間」のほか、「ス

タジアム、体育館などの建物や設備のバリアフリー化」など様々な支援が求められている。 

＜課題＞ 

●障害者が気軽にスポーツに参加できる環境づくりが必要である。 

総数 スタジアム、
体育館など
の建物や設
備のバリア
フリー化

交通機関や
まちのバリ
アフリー化

会場までの
送迎

障害者への
施設開放の
促進

障害にあわ
せたプログ
ラムの充実

介助者や手
話通訳など
の支援

障害に対応
した情報の
提供や問合
せ方法の充
実

施設や用具
等を利用す
る際に必要
な手続きの
支援

障害者や補
助犬（盲導
犬、介助
犬、聴導犬）
などに対す
る理解促進

1,463 207 190 218 142 213 92 182 86 94

100.0 14.1 13.0 14.9 9.7 14.6 6.3 12.4 5.9 6.4

914 147 135 146 78 131 79 116 48 62

100.0 16.1 14.8 16.0 8.5 14.3 8.6 12.7 5.3 6.8

362 55 40 76 61 78 36 51 32 28

100.0 15.2 11.0 21.0 16.9 21.5 9.9 14.1 8.8 7.7

241 30 28 30 33 40 8 42 18 17

100.0 12.4 11.6 12.4 13.7 16.6 3.3 17.4 7.5 7.1

108 13 14 13 16 22 8 27 13 9

100.0 12.0 13.0 12.0 14.8 20.4 7.4 25.0 12.0 8.3

316 41 46 37 16 29 4 24 14 12

100.0 13.0 14.6 11.7 5.1 9.2 1.3 7.6 4.4 3.8

22 1 0 2 1 1 0 3 2 1

100.0 4.5 0.0 9.1 4.5 4.5 0.0 13.6 9.1 4.5

30 3 2 3 4 4 0 10 3 5

100.0 10.0 6.7 10.0 13.3 13.3 0.0 33.3 10.0 16.7

25 5 2 7 1 8 3 4 1 2

100.0 20.0 8.0 28.0 4.0 32.0 12.0 16.0 4.0 8.0

10 0 2 2 0 2 2 1 0 0

100.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 10.0 0.0 0.0

適切な指導
者

一緒に行う
仲間

スポーツ用
具等の貸出

施設の利用
料減免

その他 特にない 活動したい
と思わない

わからない 無回答

373 286 86 209 32 245 48 87 150

25.5 19.5 5.9 14.3 2.2 16.7 3.3 5.9 10.3

214 159 41 103 20 154 36 52 100

23.4 17.4 4.5 11.3 2.2 16.8 3.9 5.7 10.9

107 90 17 52 7 37 12 26 40

29.6 24.9 4.7 14.4 1.9 10.2 3.3 7.2 11.0

49 43 23 53 5 34 8 14 29

20.3 17.8 9.5 22.0 2.1 14.1 3.3 5.8 12.0

27 29 13 42 3 16 5 5 5

25.0 26.9 12.0 38.9 2.8 14.8 4.6 4.6 4.6

74 60 25 53 7 80 4 16 23

23.4 19.0 7.9 16.8 2.2 25.3 1.3 5.1 7.3

8 3 2 5 1 3 1 3 1

36.4 13.6 9.1 22.7 4.5 13.6 4.5 13.6 4.5

9 7 6 7 1 1 2 3 1

30.0 23.3 20.0 23.3 3.3 3.3 6.7 10.0 3.3

6 9 0 5 0 0 0 0 7

24.0 36.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0

3 3 0 0 0 2 0 0 2

30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0

発達障害と診断

高次脳機能障害と診断

認知症と診断

障害者等総数

身体障害者

知的障害者

自立支援医療受給者

難病医療費助成者

医療費助成対象外の
難病患者

精神障害者

認知症と診断

障害者等総数

身体障害者

知的障害者

精神障害者

自立支援医療受給者

難病医療費助成者

医療費助成対象外の
難病患者

発達障害と診断

高次脳機能障害と診断

■障害別にみたスポーツや運動を行う際に必要な支援 

資料）平成 28 年度東京都福祉保健局委託事業「社会参加に関する障害者等の意識調査報告書」

各項目の 1 行目はサンプル数、2 行目は割合（％） 
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 また、障害者スポーツの体験教室やイベント（講演会等含む）等に参加したことがない人が９割を超

えており、参加したことがない理由については、「興味がなかった」が約５割と も多く、次いで「参

加できる教室やイベント情報を知らなかった」が約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

○障害者スポーツのイベントに参加したことがない人は９割を超えており、その理由として「興味が

ない」「情報がない」が多い。 

＜課題＞ 

●障害者スポーツへの理解を深めるため、普及・啓発を図ることが重要である。 

ある

5.1%

ない

93.6%

無回答

1.3%

48.2 

38.4 

12.4 

8.2 

3.1 

0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=929

興味がなかった

参加できる教室やイベント情報を知らなかった

障害者スポーツは障害のある方が行うスポーツと認識していた

参加したかったが、時間がなかった

その他

無回答

■障害者スポーツの体験教室やイベント等の参加状況 

■障害者スポーツの体験教室やイベント等に参加したことがない理由 

【在住者】Ｎ＝993 
ある

6.6%

ない

93.4%

無回答

0.0%【在勤者】Ｎ＝500 

57.8 

32.3 

7.1 

10.3 

1.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=467

興味がなかった

参加できる教室やイベント情報を知らなかった

障害者スポーツは障害のある方が行うスポーツと認識していた

参加したかったが、時間がなかった

その他

無回答

【在住者】Ｎ＝929 

【在勤者】Ｎ＝467 
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競技会場で

直接観戦したい

31.8%

競技会場に行きたい

とは思わないが、

テレビ・ラジオで

観戦したい

19.4%

観戦したいとは

思わない

33.0%

わからない

15.8%

無回答

0.0%

○「みる」スポーツの実施状況 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年６月）では、１年間に

試合や競技大会、練習などのスポーツ観戦（テレビでの観戦を除く）をする頻度について、「ほとんど

観戦しない」が 56.9％、次いで「年に数回程度」が 24.6％となっています。 

 開催期間中、オリンピックを観戦したい人は「競技会場で直接観戦したい」が 52.0％となっており、

オリンピックに対する期待が高いことがうかがえます。一方、パラリンピックについては「競技会場で

直接観戦したい」が 30.2％であり、オリンピックに比べると少なく、また、ラグビーワールドカップ

2019 については 26.7％という結果となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

競技会場で

直接観戦したい

30.2%

競技会場に行きたい

とは思わないが、

テレビ・ラジオで

観戦したい

25.3%

観戦したいとは

思わない

24.7%

わからない

18.2%

無回答

1.6%

ほぼ毎日

1.8%
週に２～３回程度

2.8%

週に１回程度

5.7%

月に１～３回程度

6.8%

年に

数回程度

24.6%

ほとんど

観戦しない

56.9%

無回答

1.3%

競技会場に行きたい

とは思わないが、

テレビ・ラジオで

観戦したい

22.3%

観戦したいとは

思わない

15.1%

わからない

9.5%

無回答

1.2%

■運動やスポーツの観戦について 

■東京 2020 オリンピックの観戦について 

■東京 2020 パラリンピックの観戦について 

ほぼ毎日

2.2%
週に２～３回程度

7.8%

週に１回程度

10.0%

月に１～３回程度

13.2%

年に数回程度

25.4%

ほとんど

観戦しない

41.4%

無回答

0.0%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

競技会場に行きたい

とは思わないが、

テレビ・ラジオで

観戦したい

23.0%

観戦したいとは

思わない

17.8%

わからない

11.8%

無回答

0.0%
競技会場で

直接観戦したい

52.0%

競技会場で

直接観戦したい

47.4%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

観戦したいとは

思わない

33.0%
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○スポーツ観戦の機会の創出 

 区と（公財）日本ラグビーフットボール協会との基本協定に基づく普及事業として、秩父宮ラグビー場

などで開催されるラグビーフットボールの試合の観戦機会を提供し、「みる」スポーツを推進しています。 

 

■試合観戦参加状況（平成 28（2016）年度実績） 

 観戦回数（回） 観戦者数（人） 

港区小・中学生親子招待 ２ 212 

Kiss ポート誌招待チケットプレゼント ３ 201 

トップリーグ「港区 DAY」 １ 521 

港区民ラグビー応援プログラム １ 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜現状＞ 

○ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 大会の観戦の意向は高いものの、日常の運動やスポー

ツの観戦については、ほとんど観戦しない人の割合が 56.9％と高い。 

＜課題＞ 

●スポーツを「みる」意識の啓発のため、様々な競技の試合や練習の観戦機会を提供することが重要

である。 

競技会場で

直接観戦したい

26.7%

競技会場に行きたい

とは思わないが、

テレビ・ラジオで

観戦したい

28.3%

観戦したいとは

思わない

32.2%

わからない

11.8%

無回答

1.0%

■ラグビーワールドカップ 2019 の観戦について 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

競技会場で

直接観戦したい

26.6%

競技会場に行きたい

とは思わないが、

テレビ・ラジオで

観戦したい

26.8%

観戦したいとは

思わない

33.8%

わからない

12.8%

無回答

0.0%
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(２)スポーツを通じた仲間づくり・地域づくり 

○総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）の認知度 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年６月）では、総合型地

域スポーツ・文化クラブ※7（スポーカル）の認知度は、「知らない」が 86.9％と も多くなっています。 

 加入意向については、「活動内容を知りたいと思う」が 33.0％と も多く、次いで「加入したいと思

わない」が 30.6％となっています。 

 参加するとしたらどのような活動に参加したいかについては、「運動やスポーツ、文化活動など個人

で楽しめる定期的活動」が 36.9％と も多く、次いで「誰もが気軽に参加できるスポーツ大会やイベン

ト」が 26.0％、「関わりたくない」が 25.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
※7 総合型地域スポーツ・文化クラブ： 「多種目」、「多世代」、「多様な技術・技能」に合わせてスポーツを楽しむことができ、クラブ

会員一人ひとりがスポーツサービスの受け手と同時に創り手となる、新しい形態のスポーツクラブのことです。港区ではスポーツだ

けでなく文化活動も取り入れています。 

知っている

2.0% 名前を

聞いたことがある

9.2%

知らない

86.9%

無回答

1.9%

既に加入している

0.3%

加入したいと思う

7.0%

活動内容を

知りたいと思う

33.0%

加入したいと

思わない

30.6%

わからない

26.9%

無回答

2.1%

■総合型地域スポーツ･文化クラブ（スポーカル）を知っているか 

■総合型地域スポーツ･文化クラブ（スポーカル）に加入してみたいと思うか 

知っている

3.6%
名前を

聞いたことがある

12.6%

知らない

83.8%

無回答

0.0%

既に加入している

1.0%

加入したいと思う

6.0%

活動内容を

知りたいと思う

31.4%

加入したいと

思わない

38.4%

わからない

23.2%

無回答

0.0%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 
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＜現状＞ 

○総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）の認知度は低いものの、「加入したい」「活動内容

を知りたい」と考えている人が４割程度いる。 

○総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）に参加したい活動として、運動やスポーツ、文化

活動など個人で楽しめる定期的活動や誰もが気軽に参加できるスポーツ大会やイベントが求めら

れている。 

＜課題＞ 

●区民ニーズに柔軟に対応した総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）の運営支援とスポー

カルの活動内容に関する広報の充実が重要である。 

●区民が地域で定期的にスポーツを楽しむことができる場をつくり、スポーツを通じた交流を促進さ

せることで、地域の活性化を図っていくことが必要である。 

  

36.9 

22.4 

21.7 

14.1 

26.0 

7.2 

4.7 

4.3 

1.9 

25.4 

5.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=993

運動やスポーツ、文化活動など個人で楽しめる定期的活動

子どもから大人まで地域の誰もが気軽に楽しめる活動

運動の苦手な人や初級者を対象とする活動

親子や家族ぐるみで楽しめる活動

誰もが気軽に参加できるスポーツ大会やイベント

スポーツプログラムの指導や指導補助

選手育成や競技力向上など、高いレベルを目指す活動

クラブ運営の事務作業

その他

関わりたくない

無回答

■総合型地域スポーツ･文化クラブ（スポーカル）に参加するならどのような活動に参加したいか

34.8 

22.6 

17.4 

14.0 

23.0 

8.0 

5.8 

7.0 

0.2 

32.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=500

運動やスポーツ、文化活動など個人で楽しめる定期的活動

子どもから大人まで地域の誰もが気軽に楽しめる活動

運動の苦手な人や初級者を対象とする活動

親子や家族ぐるみで楽しめる活動

誰もが気軽に参加できるスポーツ大会やイベント

スポーツプログラムの指導や指導補助

選手育成や競技力向上など、高いレベルを目指す活動

クラブ運営の事務作業

その他

関わりたくない

無回答

【在住者】Ｎ＝993 

【在勤者】Ｎ＝500 
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(３)港区ならではのスポーツ文化の醸成 

○港区の特性を生かしたスポーツ事業・イベント 

 区では、タグラグビー※8やトライアスロンを推進するほか、水辺を活用した取組など、区の特性を生

かしたスポーツ事業、イベントを開催しています。 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年６月）では、スポーツ

推進にあたってどのようなことに取り組んでいくべきかという問いに対して、「初心者向けのスポーツ

教室の充実」30.8％、「中高年向けのスポーツ活動の推進」30.8％に次いで「港区の特性（多くの企業・

大使館・観光資源など）を生かした取組の推進」が 26.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
※8 タグラグビー：タグラグビーは 1990 年代にイギリスで考案されたスポーツで、ルールはラグビーとほぼ同じで、タックルの代わり

に腰につけたタグを奪って相手の攻撃を阻止します。身体的接触がなく安全で、運動が苦手でも楽しめることなどから、学校教育に

も導入されているほか、幅広い年代で楽しむことができるスポーツです。 

■【在住者】スポーツ推進のためにどのようなことに取り組んでいくべきか 

% % % % % % %
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【協定に基づくスポーツの推進】 

○タグラグビー 

 区では、平成 21（2009）年に（財）日本ラグビーフットボール協会（現在は（公財）日本ラグビーフッ

トボール協会）とスポーツ推進、教育、地域振興などの分野において連携・協力する協定を締結しました。 

 この協定に基づき、「青山小学校」「東町小学校」「港南小学校」「御成門小学校」の校庭と港区障害保

健福祉センターの多目的体育室にて月１回（８月除く）、「タグラグビー教室」を開催しています。 

 

○トライアスロン 

 区では、平成 28（2016）年に（公社）日本トライアスロン連合等とスポーツ及び地域社会の発展に

寄与することを目的に基本協定を締結しました。互いが有する資源を活用し、積極的に連携協力するこ

とにより、トライアスロンを生かしたスポーツ振興事業を推進しています。 

 東京 2020 大会ではお台場海浜公園周辺でトライアスロンなどの競技が実施されます。 

 

【水辺を活用した取組】 

 お台場エリアに位置する立地特性などを生かして、お台場エリアにおいて「お台場海浜マラソン」や

「お台場ナイトマラソン」「ウインドサーフィン＆スタンドアップパドル体験教室」「ビーチヨガ＆マリ

ンスポーツ教室」などの水辺を活用したスポーツイベントを実施しています。 

 

【（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団による事業】 

 （公財）港区スポーツふれあい文化健康財団において、年代別やスポーツ種目別に様々なスポーツ教

室、スポーツイベントや各種大会が開催されており、同財団と区とで連携することにより、区民の多様

なニーズに応じたスポーツの機会を提供しています。 

 

【トップアスリートやチームとの交流】 

 区では、多くの企業が本社を構えるオフィス街や商業エリアがあり、トップアスリート、トップレベ

ルのスポーツチームが集まる立地特性を生かして、企業チーム、トップチームなどと連携し、スポーツ

教室などのイベントや交流を行っています。 
 

■トップチームによるスポーツ教室実施状況 

 実施回数（回） 参加者数（人） 

平成 27（2015）年度 ２ 1,660 

平成 28（2016）年度 ３ 3,287 

 

＜現状＞ 

○臨海部に位置する立地特性を生かし、水辺を活用した様々なスポーツイベント等を実施している。

○トップアスリート及びチームが集まる立地特性、82 の大使館、豊富な観光資源に恵まれている。 

○区におけるスポーツ推進において、区の特性を生かした取組の推進が求められている。 

＜課題＞ 

●区の特性を生かして、トップアスリート及びチームとのスポーツ交流、観光資源を活用したスポー

ツイベントの実施など、港区ならではのスポーツを推進することが重要である。 

●区の観光資源や地域特性を生かして、幅広く区民が参加でき、まちの魅力増進につながるスポーツ

イベントの充実が重要である。 
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(４)スポーツを楽しめる場の確保 

○スポーツセンターの利用状況 

 平成 26（2014）年 12 月に新スポーツセンターが開設されてから、スポーツセンターの年間利用者

数は著しく増加しています。 
 

■スポーツセンター利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主なスポーツ施設（左から、スポーツセンター、麻布運動場、芝公園多目的運動場、氷川武道場） 

 

 

 

 

 

 

 

○学校施設開放の利用状況 

 区立小・中学校の校庭・体育館などを、学校教育に支障のない範囲で、区民のスポーツ利用などに開

放しています。 
 

■小・中学校一般開放利用状況 
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 港南小学校・本村小学校・赤坂小学校・御成門中学校・高松中学校・高陵中学校・お台場学園港陽中

学校の７校に設置した屋内温水プールを、通年で港区在住・在勤者を対象に開放しています。 
 

■学校プール開放利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校屋内プール（左から、高陵中学校、赤坂小学校） 
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○施設の整備・充実に対するニーズ 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」(平成 29（2017）年６月)では、新たに屋

内でスポーツができる施設が必要かという問いに対して、在住者からは「必要である」「どちらかとい

えば必要である」が 43.9%となっています。その内容としては、「港区スポーツセンターのようなプール

やアリーナ、ジムのある複合施設」が 67.0%と も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要である

20.3%

どちらかというと

必要だと思う

23.6%

どちらかというと

必要ない

12.6%

必要ない

12.5%

わからない

29.5%

無回答

1.5%

港区スポーツ

センターのような

プールやアリーナ、

ジムのある複合施設

67.0%

プロ競技の試合が

行える観客席付の

アリーナ

10.6%

フットサルや

バレーボールが

できるような体育館

5.7%

バドミントンや卓球が

できるようなスペース

11.0%

その他

5.0%
無回答

0.7%

■屋内運動施設が必要と感じるか 

■どのような規模の施設が必要か 

Ｎ＝436 

Ｎ＝993 【在住者】 

【在勤者】 

【在住者】 

必要である

13.4%

どちらかというと

必要だと思う

25.2%

どちらかというと

必要ない

11.6%

必要ない

15.8%

わからない

34.0%

無回答

0.0%

Ｎ＝193 

港区スポーツ

センターのような

プールやアリーナ、

ジムのある複合施設

57.5%
プロ競技の試合が

行える観客席付の

アリーナ

16.1%

フットサルや

バレーボールが

できるような体育館

14.5%

バドミントンや卓球が

できるようなスペース

9.8%

その他

2.1%
無回答

0.0%

【在勤者】Ｎ＝500 
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 また、区の屋外運動施設の整備状況についてどれくらい満足しているかを尋ねた設問では、在住者で

は「満足している」「どちらかというと満足している」が 20.3％と少数であり、一方、「わからない」と

回答した人が 66.5％にのぼっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足している

6.7%

どちらかというと

満足している

13.6%

どちらかというと

不満である

6.5%

不満である

5.2%

わからない

66.5%

無回答

1.4%

30.2 

9.1 

13.8 

8.4 

30.9 

16.9 

3.9 

20.2 

18.9 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=993

区内の屋外運動施設のさらなる充実・整備をしてほしい

区外であっても屋外運動施設を確保してほしい

屋外運動施設の利用手続きを簡略化してほしい

屋外運動施設の利用時間を延長してほしい

気軽に運動や外遊びのできる広場を整備してほしい

学校の体育施設（校庭）を有効活用してほしい

その他

特にない

わからない

無回答

■屋外運動施設の整備状況について満足しているか 

■屋外スポーツや外遊びのできる環境を充実させるためにどのようなことに力を入れて欲しいか 

Ｎ＝993 【在住者】 【在勤者】

【在住者】N=993 

Ｎ＝500 

満足している

5.0%
どちらかというと

満足している

7.8% どちらかというと

不満である

5.0%

不満である

2.8%

わからない

79.4%

無回答

0.0%

21.2 

20.0 

17.6 

12.4 

20.8 

12.0 

0.4 

29.6 

19.6 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=500

区内の屋外運動施設のさらなる充実・整備をしてほしい

区外であっても屋外運動施設を確保してほしい

屋外運動施設の利用手続きを簡略化してほしい

屋外運動施設の利用時間を延長してほしい

気軽に運動や外遊びのできる広場を整備してほしい

学校の体育施設（校庭）を有効活用してほしい

その他

特にない

わからない

無回答

【在勤者】N=500 
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＜現状＞ 

○平成 26（2014）年 12 月に新スポーツセンターが開設され、年間利用者数は著しく増加している。

○屋内運動施設として、スポーツセンター、氷川武道場、愛宕弓道場がありますが、新たな屋内運動

施設の整備に対して４割程度の人が必要性を感じている。 

○区の屋外運動施設の整備状況についても、満足している人は２割程度にとどまっている。 

＜課題＞ 

●区民及び施設利用者のニーズを踏まえ、運動・スポーツの場の充実を図ることが重要である。 

●学校施設のスポーツ開放を継続するとともに、大学や民間スポーツ施設などとの連携による運動・

スポーツの場の充実を図ることが重要である。 

●運動施設を整備する土地利用が難しい状況を鑑み、区外における屋外運動施設の確保などにも取り

組むことが重要である。 
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是非参加したい

7.0%

できれば参加したい

27.4%

あまり参加したいとは

思わない

18.2%

全く参加したいとは

思わない

27.6%

わからない

19.8%

無回答

0.0%

(５)スポーツ活動を支援する環境の整備 

○「支える」スポーツの実施状況 

 「港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査」（平成 29（2017）年６月）では、1 年間に

スポーツに関するボランティア活動を行った人は 3.9％とわずかであり、今後、行いたい人は合わせて

22.8％となっています。一方、東京 2020 大会でボランティア活動に参加したいと思う人は「是非参加

したい」「できれば参加したい」を合わせて 35.3％と高く、今後、東京 2020 大会等の開催に向けて、

計画的・長期的にボランティアを育成していくことが課題といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行った

3.9%

行っていない

95.0%

無回答

1.1%

■スポーツに関するボランティア活動の現状について 

■東京 2020 大会でのボランティア活動について 

■スポーツに関するボランティア活動の今後の活動について 

行った

7.2%

行っていない

92.8%

無回答

0.0%

是非行いたい

3.2%

できれば行いたい

23.7%

あまり行いたいとは

思わない

27.8%

全く行いたいとは

思わない

27.8%

わからない

17.5%

無回答

0.0%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

【在住者】Ｎ＝943 【在勤者】Ｎ＝464 
是非行いたい

3.6%
できれば

行いたい

19.2%

あまり行いたい

とは思わない

26.3%

全く行いたい

とは思わない

27.4%

わからない

22.7%

無回答

0.8%

全く行いたいとは

思わない

27.8%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

是非参加したい

9.5%

できれば

参加したい

25.8%

あまり

参加したいとは

思わない

19.8%

全く参加したい

とは思わない

26.1%

わからない

17.4%

無回答

1.4%

全く参加したいとは

思わない

27.6%
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○ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業 

 ポート・スポーツ・サポーターズクラブ※9事業について、「知っている」という回答は 4.8%であり、

94.1%が「知らなかった」と回答しています。受講の意向については、「受講したいとは思わない」が 38.2%

と も多いものの、「活動内容を知りたいと思う」という回答も 31.1%でした。 

 事業の認知度は 4.8％と低いものの、受講したい、活動内容を知りたいと考えている人は 43.2％とな

っており、興味・関心があることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業（平成 28（2016）年度実績） 

 日程 内容 参加者数（人）

第１回 ６月 25 日 ＜講義＞スポーツボランティア講習 26 

第２回 ７月 30 日 ＜実践＞区主催事業でのボランティア活動 17 

第３回 10 月１日 ＜講義＞オリンピックボランティア経験者の事例 ９ 

第４回 10 月～１月 ＜実践＞事業でのボランティア活動 35 

第５回 ２月 18 日 活動の振り返り 11 

 

                                                  
※9 ポート・スポーツ・サポーターズクラブ：名称は、港＝「Port」を３つ含む単語を名称に冠した「Port Sports Supporters Club」

とします。スポーツボランティアリーダーとして活動できる人材を育成します。 

知っている

4.8%

知らなかった

94.1%

無回答

1.1%

既に受講した

ことがある

0.2% 受講したいと思う

12.1%

講座内容を

知りたいと思う

31.1%

受講したいと

思わない

38.2%

わからない

16.8%

無回答

1.6%

■ポート･スポーツ･サポーターズクラブ事業の認知度 

知っている

4.8%

知らなかった

95.2%

無回答

0.0%

既に受講

したことがある

0.8%
受講したいと思う

11.6%

講座内容を

知りたいと思う

31.2%

受講したい

と思わない

40.8%

わからない

15.6%

無回答

0.0%

■ポート･スポーツ･サポーターズクラブ事業の受講意向 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 
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○スポーツ推進委員の認知度 

 地域スポーツの推進を図るため、スポーツ基本法に基づきスポーツ推進委員を委嘱しています。スポ

ーツ推進委員は、区立中学校区ごとに委嘱し、任期は 2 年であり、地域スポーツの推進者として地域ス

ポーツ教室の企画・実施、教育委員会などの行政機関及びスポーツ団体の行うスポーツに関する行事へ

の協力、区民へのスポーツ指導や助言などを行っています。 

 スポーツ推進委員について、「知っている」という回答は 3.5%であり、81.1%が「知らなかった」と回

答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

○1 年間にスポーツのボランティア活動を行った人は 3.9％とほとんどいないのが実態であり、今後、

行いたいと考えている人も 22.8％にとどまっている。 

○一方で、東京 2020 大会でのボランティア活動については、35.3%の人が参加したいと考えている。

○ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の認知度は約 5%と低いものの、受講したい、活動内

容を知りたいと考えている人は４割以上である。 

＜課題＞ 

●スポーツ大会やイベントの開催支援のボランティアなど、東京 2020 大会等を契機としたスポーツ

ボランティアに携わる人の拡大と定着が重要である。 

●スポーツボランティアの育成に向けて、ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の広報や活動

の充実が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている

3.5%
名前を

聞いたことがある

13.0%

知らない

81.1%

無回答

2.4%

■スポーツ推進委員の認知度 

Ｎ＝993 

知っている

3.8% 名前を

聞いたことがある

15.8%

知らない

80.4%

無回答

0.0%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 
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○（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団との連携 

 区民が広く参加できるスポーツ事業を実施している（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団と連

携し、区内の観光資源を活用したスポーツイベントやスポーツ教室、みなと区民スポーツ・体育祭など

を実施し、スポーツ事業の充実に取り組んでいます。 

 

 

○（一財）港区体育協会との連携 

 競技スポーツにおける技術の向上、競技力の強化及び指導者の育成を役割とする（一財）港区体育協

会と連携し、ジュニアスポーツ育成や競技ボランティア育成、区民大会などを実施し、スポーツ事業の

充実に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜現状＞ 

○（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団や（一財）港区体育協会のほか、（公財）日本ラグビー

フットボール協会や（公財）日本トライアスロン連合等のスポーツ団体とも協定を締結し、連携を

進めている。 

＜課題＞ 

●区民の誰もが参加できるスポーツ事業の充実を図るため、多様な関係機関・団体などとの連携を推

進する必要がある。 

●区民のスポーツ活動の活性化につなげるため、スポーツに関する情報を様々な媒体で提供すること

が重要である。 
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(６)東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けて 

○オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室の開催状況 

 オリンピック選手等のトップアスリートによるスポーツ体験教室を実施し、競技体験などを通じて、

区民が身近にスポーツに接する機会を提供し、区民の「する」意識の啓発を行っています。 

 

■オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室の参加状況（平成 28（2016）年度実績） 

 日程 内容 参加者数（人）

第１回 ７月 30 日 バスケットボール＆車椅子バスケットボール 96 

第２回 11 月５日 サッカー＆ブラインドサッカー 80 

第３回 12 月 11 日 トライアスロン＆パラトライアスロン 62 

第４回 １月 29 日 バレーボール＆シッティングバレーボール 62 

 

 

○国際大会のパブリック・ビューイングの開催状況 

 トップレベルの国際大会の開催時にパブリック・ビューイングを実施し、区民が一体となって競技を

観戦することで、スポーツを「みる」意識を啓発しています。 

 

■国際大会のパブリック・ビューイングの参加状況（平成 28（2016）年度実績） 

 日程 内容 参加者数（人）

第 1 回 ５月 21 日 スーパーラグビー（サンウルブズ対レッズ） 83 

第 2 回 ８月 11 日 

リオデジャネイロ 2016 オリンピック競技大会 

バレーボール女子 予選リーグ 

（日本対ブラジル） 

63 

第 3 回 ３月７日 
野球（ワールドベースボールクラシック） 

（日本対キューバ） 
117 

 

 

○ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業 [再掲] Ｐ33 

 スポーツボランティアリーダーとして活動できる人材を育成するポート・スポーツ・サポーターズク

ラブ事業を実施し、スポーツを「支える」活動を推進しています。 

 

 

 

＜現状＞ 

○東京 2020 大会等の開催に向けた気運醸成につなげるため、オリンピアン・パラリンピアンによる

スポーツ教室、国際大会等のパブリック・ビューイング、ポート・スポーツ・サポーターズクラブ

事業を実施している。 

＜課題＞ 

●東京 2020 大会等の絶好の機会を生かして、「する」「みる」「支える」スポーツ活動を展開していく

ことが重要である。 
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○東京 2020 大会に対する気運 

 東京 2020 オリンピックにおいて、区内のお台場海浜公園がトライアスロンや水泳マラソンの競技会

場になることについて、「知っている」という回答は 34.4%でした。東京 2020 パラリンピックにおいて、

区内のお台場海浜公園がトライアスロンの競技会場になることについて、「知っている」という回答は

25.6%でした。 

 また、区と日本トライアスロン連合等との協定については、「知らなかった」という回答が 92.0%でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている

34.4%

知らなかった

64.6%

無回答

1.0%

知っている

25.6%

知らなかった

73.4%

無回答

1.0%

知っている

6.3%

知らなかった

92.0%

無回答

1.6%

■お台場海浜公園が競技会場になることについての認知度（オリンピック） 

■港区と日本トライアスロン連合等との協定についての認知度 

Ｎ＝993 

知っている

31.4%

知らなかった

68.6%

無回答

0.0%

■お台場海浜公園が競技会場になることについての認知度（パラリンピック） 

知っている

31.4%

知らなかった

68.6%

無回答

0.0%

知っている

10.2%

知らなかった

89.8%

無回答

0.0%

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 

【在住者】Ｎ＝993 【在勤者】Ｎ＝500 
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＜現状＞ 

○東京 2020 大会において、トライアスロン競技がお台場海浜公園で開催されることや日本トライア

スロン連合等との協定の締結、事前キャンプ誘致の取組に対する認知度が低い。 

＜課題＞ 

●東京 2020 大会等に向けた気運醸成の取組を継続・拡充するとともに、区民に対する広報・PR の充

実が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.9 

48.7 

46.0 

16.0 

0.5 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

N=187

東京2020大会の気運醸成に向けて取り組んでいる各種スポーツイベントの継続

東京2020大会の気運醸成に向けて取り組んでいるスポーツボランティア育成の継続

東京2020大会の気運醸成に向けて取り組んでいる事前キャンプ誘致で関わった誘致国・競技団体との継続した交流

わからない

その他

無回答

■東京 2020 大会に向けて期待する取組 

45.5 

31.3 

35.7 

36.6 

0.9 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

N=112

東京2020大会の気運醸成に向けて取り組んでいる各種スポーツイベントの継続

東京2020大会の気運醸成に向けて取り組んでいるスポーツボランティア育成の継続

東京2020大会の気運醸成に向けて取り組んでいる事前キャンプ誘致で関わった誘致国・競技団体との継続した交流

わからない

その他

無回答

【在住者】Ｎ＝187 

【在勤者】Ｎ＝112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スポーツの推進 第３章 
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第３章 スポーツの推進 

１ 目指すべき姿 

 区のスポーツの現状と課題を踏まえ、区が目指すべき姿を以下のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 区は、様々な区民が行き交い、暮らし、働き、遊ぶ、活力にあふれたまちです。多くの企業が本社を

構えるオフィス街や商業エリアだけでなく、住宅地としても高い魅力を維持し、区の人口も増加を続け

ています。 

 また、青山霊園、有栖川宮記念公園、国立科学博物館附属自然教育園など、都市部でありながら、豊

富な緑地帯を有しているほか、臨海部では、マリンスポーツも行える水辺空間が整備されています。各

国の大使館や外資系企業も数多く存在しており、外国人住民も人口の約８％を占めています。 

 平成 23（2011）年度に施行されたスポーツ基本法では、「スポーツは、世界共通の人類の文化である」

とうたわれ、スポーツの価値や意義、スポーツの果たす役割があらためて重要視されるようになりまし

た。また、平成 29（2017）年３月に策定された「第２期スポーツ基本計画」では、今後５年間に総合

的かつ計画的に取り組む施策として、「「する」「みる」「支える」スポーツ参画人口の拡大」などが設定

され、スポーツとの関わり方の多様性について示されました。 

 都市部においては、空間的な制約などにより、人々がのびのびと身体を動かし、スポーツを楽しむこ

とができる環境の確保に多くの課題があります。しかし、こうした制約があるからこそ、スポーツが人

間本来の身体的・精神的な欲求に応える世界共通の人類の文化であることを認識し、誰もがスポーツに

ついて知り、親しむことのできる環境づくりや、スポーツに関わる情報発信、きっかけづくりを推進し

ていくことが求められています。また、健康づくりやいきがいづくり、個性と魅力あるまちづくりなど、

スポーツが持つ様々な効果を生かした取組を推進していくことの重要性も増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指すべき姿 

みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと 
～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ スポーツで元気になるまちを目指して～
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 このようなことから、区は、運動不足になりがちな働き盛り世代、体力格差の拡大が憂慮される子ど

もたち、スポーツを通じて健康やいきがいを育む高齢者や障害者など、誰もが、身近な場所で、スポー

ツに親しみ、楽しみながら、生涯を通じてスポーツに取り組み、知ることができる環境づくりを目指し

ます。こうした環境づくりには、施設だけでなく、団体や指導者、ボランティアなど、スポーツを支え

る様々な区民の関わりも含まれます。 

 また、区の魅力ある資源を生かし、新しいスポーツ文化を発信し、区のイメージアップ、活力の向上

にもつなげていきます。 

 さらには、東京 2020 大会等に向けた気運醸成の取組を展開し、区民のさらなるスポーツ活動の促進

につなげていきます。 

 区民、事業者、行政など、区に関わる人々が協働してスポーツを推進することで、心身ともに元気な

区民が育ち、暮らすことができるまちを目指すとともに、「港区教育ビジョン（港区教育大綱）」の「生

涯を通じた学び」や「地域社会で支えあう学び」を踏まえて、目指すべき姿を「みんなではぐくむ ス

ポーツ文化都市 みなと ～ 誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ スポーツで元気になるまちを

目指して～」として、計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スポーツボランティア活動 

タグラグビー教室 パブリック・ビューイング 
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２ 数値目標 

 本計画は、スポーツ基本法第 10 条第１項に基づく「地方スポーツ推進計画」として位置付けられま

す。地方スポーツ推進計画は国の「第２期スポーツ基本計画」（平成 29（2017）年３月）を参酌して、

その地方の実情に即したスポーツ推進に関する計画として定めるように努めるとされ、それぞれ地方自

治体は数値目標を定めています。国の第２期スポーツ基本計画では「成人の週１回以上のスポーツ実施

率」と「障害者の週１回以上のスポーツ実施率」を目標に掲げております。区でも、国と同様に「成人

の週１回以上のスポーツ実施率」と「障害者の週１回以上のスポーツ実施率」を目標として掲げ、この

数値目標の達成に向け、より一層施策を強化していきます。 

 
 

 【数値目標】 

成人の週１回以上のスポーツ実施率  ６５％以上 

障害者の週１回以上のスポーツ実施率 ４５％以上 

 

【全国・東京都とのスポーツ実施率の比較】 

○成 人                    

港 区（H29（2017）） 41.1%（回答数 993 人）   

 全 国（H28（2016）） 42.5%（回答数 19,506 人） 

 東京都（H28（2016）） 56.3%（回答数 1,820 人※）※東京都は 18 歳以上が対象 

○障害者 

全 国（H25（2013）） 18.2%（回答数 4,671 人） 

東京都（H28（2016）） 50.6%（回答数 1,463 人） 
 

【国の目標値】 

 できるかぎり早期に、成人の週 1 回以上のスポーツ実施率が 65％程度、障害者の週 1 回以上のス

ポーツ実施率が 40％程度、成人の週３回以上のスポーツ実施率が 30％程度、障害者の週３回以上

のスポーツ実施率が 20％程度となることを目指す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

港区のスポーツ推進 

 区では、平成 27（2015）年２月に「港区スポーツ推進計画」を策定し、「みんなではぐくむ スポ

ーツ文化都市 みなと ～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ スポーツで元気になるまちを目

指して～」の実現に向けて、様々な取組を進めてきました。 

 数値目標としていた成人の週１回以上のスポーツ実施率は、前回調査時（平成 26（2014）年７月）

の 51.1％から 41.1％と、10 ポイント下降しています。今後、国や東京都の実施率の推移を注視し、

検証する必要があります。また、障害者の週１回以上のスポーツ実施率は、東京都の調査において、

50.6％という結果が出ており、こちらも今後、東京都の実施率の推移を注視する必要があります。 

区としては、「港区スポーツ推進計画」に掲げた施策を着実に推進し、数値目標の達成を目指しま

す。 
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３ 基本目標 

 目指すべき姿を実現するための施策展開の方向性として、8 つの基本目標を掲げ、施策を推進してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の促進 

 誰もが、スポーツライフを楽しみ、生涯にわたって、いつでも、どこでも、区民一人ひとりの興

味や目的に応じて、運動やスポーツを楽しむことができるよう、それぞれのライフステージやレベ

ルに応じた多様なスポーツ活動の機会や場を充実します。 

基本目標２ スポーツを通じた仲間づくり･地域づくり 

 多様な区民が、地域で仲間たちと、スポーツを楽しむことで、コミュニケーションの場が育まれ

るよう、総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）の設立など、地域におけるスポーツ団体

の活動を支援します。また、スポーツを通じたまちの活性化、地域づくりを促進します。 

基本目標３ 港区ならではのスポーツ文化の醸成 

 多くの企業が本社を構えるオフィス街や商業エリアだけでなく、住宅地としても高い魅力をも

ち、区の人口も増加を続けているという特性や、各国の大使館や外資系企業も数多く立地し、外国

人住民も人口の約８％を占めるという特性を生かして、区民が「する」「みる」「支える」スポーツ

の楽しさやスポーツを「知る」喜びを見出すことのできるスポーツ文化を醸成します。 

基本目標４ スポーツを楽しめる場の確保 

 スポーツ施設の整備・充実を通じて、多様なスポーツ活動の場の整備を推進します。さらに、区

内の関係各課が所管する施設や民間のスポーツ施設などとの連携や区外のスポーツ施設の確保な

ど、スポーツ活動の場を拡大します。 

基本目標５ スポーツ活動を支援する環境の整備 

 スポーツ活動を支える指導者の専門知識習得のための支援やスポーツボランティア等の育成・支

援、組織間の連携の促進等により、多様なスポーツ活動へのニーズに対応し、区民の主体的なスポ

ーツ活動を支える人材や体制を整えます。 

基本目標６ 障害者スポーツ活動の場の充実と理解の促進 

 障害者のスポーツ活動に関する現状やニーズ等を踏まえ、障害者が、リハビリとしてだけでなく、

娯楽や余暇活動としてスポーツに親しめる環境を整えます。また、東京 2020 大会等を契機とした

区民の障害者スポーツに対する理解促進や普及・啓発を図ります。 
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基本目標７ 東京 2020 大会等に向けた気運醸成 

 東京 2020 大会等に向けた気運醸成の取組を重点的に展開します。こうした取組を一過性のもの

とせず、競技大会終了後もスポーツの文化が区民の生活に根付き、スポーツ活動が活発に行われる

ようになることを目指します。 

基本目標８ 東京 2020 大会等のレガシーの継承･活用 

 東京 2020 大会等を契機とした取組を大会後も継続し、「する」「みる」「支える」「知る」スポー

ツの観点から区民のスポーツ活動が拡大されるような取組を推進します。また、各競技団体等との

つながりをもとに、大会後も区民のスポーツ活動に生かせる事業を継続して実施します。 
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の促進 
 
(1) スポーツ活動に親しむきっかけづくり 

(2) 子どものスポーツ活動の促進 

(3) 子育て･働き盛り世代のスポーツ活動の促進 

(4) 高齢者のスポーツ活動の促進 

(5) スポーツ観戦の機会の創出 

(6) 競技スポーツへの参加支援 

基本目標２ スポーツを通じた仲間づくり･地域づくり 
 
(1) 総合型地域スポーツ･文化クラブ（スポーカル）の設立及び運営支援 

(2) 地域スポーツ組織の活動支援 

(3) 総合支所との連携 

基本目標３ 港区ならではのスポーツ文化の醸成 

 
(1) 港区をホームタウンとするチームとのスポーツ交流 

(2) 港区の特性を生かしたスポーツツーリズムの推進 

(3) スポーツを通じた人とのつながりの創出 

基本目標４ スポーツを楽しめる場の確保 
 
(1) 区立のスポーツ施設等の整備･充実 

(2) スポーツセンターと関連施設との連携 

(3) 学校施設の活用の推進 

(4) 民間スポーツ施設等の活用 

(5) 区外でのスポーツ施設の確保 

基本目標５ スポーツ活動を支援する環境の整備 
 
(1) スポーツ活動を支える人材の活用 

(2) スポーツ･レクリエーション情報の提供 

(3) 関係機関･団体等との連携 

基本目標６ 障害者スポーツ活動の場の充実と理解の促進 
 
(1) 障害者のスポーツ活動の推進 

(2) 障害者スポーツへの理解促進と普及・啓発 

基本目標７ 東京 2020 大会等に向けた気運醸成 
 
(1) 東京 2020 大会等に向けた気運醸成の取組の推進 

基本目標８ 東京 2020 大会等のレガシーの継承･活用 
 
(1) 東京 2020 大会等を契機とした取組の展開 
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５ 施策の展開 

 基本目標及び施策ごとに今後取り組む事業を以下に示します。 

 計画期間中に特に重点的に取り組むべき事業を「重点事業」と位置付け、「重点」の表示をしていま

す。重点事業のうち取組目標と成果指標が明示できる事業には、年次計画を設けています。 

 また、今回の改定に伴い新たに取り組む事業に「新規」の表示をしています。 

施 策 及 び 事 業 一 覧 

基本目標１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の促進 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)スポーツ活動に
親しむきっかけづ
くり 

重点 ① スポーツイベントの充実 生涯学習推進課 50 

 ② 地域スポーツ教室の開催 生涯学習推進課 50 
 ③ みなと区民スポーツ・体育祭、みなと区民まつりの開催 生涯学習推進課 50 

新規 ④ 港区マラソンの実施 
オリンピック･パラ 
リンピック推進担当

51 

 ⑤ ヘルシーナにおける健康増進の取組の実施 健康推進課 51 
 ⑥ ヘルシーナ・グループの育成・支援 健康推進課 51 
 ⑦ 健康づくりサポーターの育成・支援 健康推進課 51 

 ⑧ ウォーキングマップの利用・活用促進 健康推進課 51 

 
⑨「港区たのしい子どものレシピ BOOK」、「港区子

ども健康読本」の発行 
健康推進課 51 

(2)子どものスポー
ツ活動の促進 

 ① タグラグビー教室の開催 生涯学習推進課 52 
 ② 幼児の体力増進の取組 生涯学習推進課 52 

新規 ③ 子どものスポーツ大会の支援 生涯学習推進課 52 

 ④「放課 GO→」・「放課 GO→クラブ」での体力向上 
各総合支所管理課/ 
子ども家庭課/生涯 
学習推進課 

52 

 ⑤ 児童館・子ども中高生プラザでの体力向上の取組 
各総合支所管理課/ 
子ども家庭課 

52 

 ⑥ 児童遊園の充実 土木課 52 

 ⑦ プレーパークの推進 
各総合支所まちづく
り担当/土木計画担当

53 

 ⑧ 遊び場開放事業の実施 生涯学習推進課 53 

 ⑨ 園庭等の開放 学務課 53 
 ⑩ 親子スポーツ教室の開催 生涯学習推進課 53 
 ⑪ 部活動指導員の活用 指導室 53 

 ⑫ 武道における外部指導員の活用 指導室 53 
 ⑬ 校庭の整備等、学校における運動環境の充実 学務課/学校施設整備担当 53 
 ⑭ 小学校における連合運動会等の開催 指導室 54 

 ⑮ 中学校における体育大会等の開催 指導室 54 
 ⑯ 特別支援学級合同運動会の開催 指導室 54 

(3)子育て・働き盛
り世代のスポーツ
活動の促進 

 ① スポーツセンター等での夜間の教室開催 生涯学習推進課 55 
 ② 子育て世代のスポーツ活動への参加促進 生涯学習推進課 55 

新規 ③ 働き盛り世代のスポーツ活動への参加促進 生涯学習推進課 55 
 ④ 健康サポート教室（65 歳未満）の開催 健康推進課 55 
 ⑤「親子ふれあい広場」でのイベントの開催 子ども家庭支援センター 55 

(4)高齢者のスポー
ツ活動の促進 

 ① 高齢者向けスポーツ教室の実施 生涯学習推進課 56 

 ② さわやか体育祭の開催 
各総合支所管理課/ 
高齢者支援課 

56 

 ③ いきいきプラザ各種教室・講座の開催 
各総合支所管理課/ 
高齢者支援課 

56 

 ④ 介護予防事業の充実 高齢者支援課 56 

 ⑤ 介護予防体操（みんなといきいき体操）の普及 高齢者支援課 56 
 ⑥ 介護予防を担う人材の養成 高齢者支援課 57 
 ⑦ 認知症予防事業の実施 高齢者支援課 57 

 ⑧ 訪問型介護予防事業の実施 高齢者支援課 57 
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(5)スポーツ観戦の
機会の創出 

 ① スポーツイベント・競技大会・試合の誘致 生涯学習推進課 58 

 ② ラグビーを生かしたスポーツ振興事業の実施 生涯学習推進課 58 
 ③ スポーツイベントの情報発信 生涯学習推進課 58 

(6)競技スポーツへ
の参加支援 

 ① 都民体育大会港区予選会等の実施 生涯学習推進課 59 
 ② 定期練習会の開催 生涯学習推進課 59 

 ③ 個人公開指導の実施 生涯学習推進課 59 

 
④ みなと区民スポーツ・体育祭、みなと区民まつり

の開催〔再掲〕 
生涯学習推進課 59 

 

基本目標２ スポーツを通じた仲間づくり・地域づくり 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)総合型地域スポ
ーツ・文化クラブ
（スポーカル）の設
立及び運営支援 

重点 
① 総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）

の設立及び運営支援 
生涯学習推進課 60 

(2)地域スポーツ組
織の活動支援 

 ① 社会体育団体への支援 生涯学習推進課 60 
 ② スポーツ団体の表彰 生涯学習推進課 60 

(3)総合支所との連
携 

 ① 総合支所との連携強化 生涯学習推進課 61 
 ② 赤坂・青山子ども中高生共育(ともいく)事業 赤坂）協働推進課 61 
 ③ 水辺フェスタ 芝浦港南）協働推進課 61 

 

基本目標３ 港区ならではのスポーツ文化の醸成 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)港区をホームタ
ウンとするチーム
とのスポーツ交流 

重点 ① トップアスリート及びチームとの交流 生涯学習推進課 62 

(2)港区の特性を生
かしたスポーツツ
ーリズムの推進 

 ① 観光資源を活用したスポーツ活動の実施 生涯学習推進課 63 
 ② 立地特性を生かしたイベントの実施 生涯学習推進課 63 
 ③ サイクルツーリングの開催 生涯学習推進課 63 

(3)スポーツを通じ
た人とのつながり
の創出 

 ① 多様な区民との交流を図るスポーツイベントの実施 生涯学習推進課 64 

 ② 国際性豊かなイベントの実施 生涯学習推進課 64 

 

基本目標４ スポーツを楽しめる場の確保 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 
(1)区立のスポーツ
施設等の整備・充実 

重点 ① 区立のスポーツ施設等の環境整備 生涯学習推進課 65 

(2)スポーツセンタ
ーと関連施設との
連携 

 ① スポーツセンターと関連施設との連携事業の推進 
高齢者支援課/健康推
進課/生涯学習推進課

66 

(3)学校施設の活用
の推進 

 ① 校庭及び体育館等の開放 生涯学習推進課 67 
 ② 学校屋内プールの開放 生涯学習推進課 67 

 ③ 遊び場開放事業の実施〔再掲〕 生涯学習推進課 67 

(4)民間スポーツ施
設等の活用 

 ① 大学等のスポーツ施設等の活用 生涯学習推進課 68 
 ② 民間事業者との連携 生涯学習推進課 68 

(5)区外でのスポー
ツ施設の確保 

 ① 区外における屋外運動施設の確保 生涯学習推進課 68 
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基本目標５ スポーツ活動を支援する環境の整備  
施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)スポーツ活動を
支える人材の活用 

重点 ① ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施 生涯学習推進課 69 

 ② スポーツ推進委員の活動支援 生涯学習推進課 69 

(2)スポーツ・レク
リエーション情報
の提供 

 ① 区ホームページの充実 生涯学習推進課 70 
 ② 施設の周知、利用案内等の情報提供 生涯学習推進課 70 
 ③ スポーツ団体の情報の提供 生涯学習推進課 70 

 ④ スポーツセンター等の混雑情報の提供 生涯学習推進課 70 

(3)関係機関・団体
等との連携 

 
①（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団との

連携 
生涯学習推進課 71 

 ②（一財）港区体育協会との連携 生涯学習推進課 71 
 ③（公財）日本ラグビーフットボール協会との連携 生涯学習推進課 71 

新規 ④（公社）日本トライアスロン連合等との連携 生涯学習推進課 71 
 ⑤ 企業や団体、他自治体との連携 生涯学習推進課 71 

 

基本目標６ 障害者スポーツ活動の場の充実と理解の促進 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)障害者のスポー
ツ活動の推進 

 ① 障害者スポーツの集いの充実 生涯学習推進課 72 
 ② 障害者のスポーツ教室の開催 障害者福祉課 72 
 ③ いちょう学級の実施 障害者福祉課 72 

 ④ 障害者のスポーツ指導員の配置 生涯学習推進課 72 
新規 
重点 

⑤ 障害者スポーツ環境の充実 生涯学習推進課 72 

(2)障害者スポーツ
への理解促進と普
及・啓発 

重点 ① 障害者スポーツの観戦・体験機会の創出 生涯学習推進課 73 
 ② 障害者スポーツの理解の推進 生涯学習推進課 73 

新規 ③ 障害者スポーツの普及・啓発 生涯学習推進課 73 

 

基本目標７ 東京 2020 大会等に向けた気運醸成 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)東京 2020 大会
等に向けた気運醸
成の取組の推進 

重点 
① オリンピアン・パラリンピアン等によるスポーツ

教室の実施 
生涯学習推進課 75 

 ② 国際大会のパブリック・ビューイングの実施 生涯学習推進課 75 
重点 ③ ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施〔再掲〕 生涯学習推進課 75 

 ④ みなとスポーツフォーラムの実施 生涯学習推進課 76 

 ⑤ ラグビーを生かしたスポーツ振興事業の実施〔再掲〕 生涯学習推進課 76 
重点 ⑥ トップアスリート及びチームとの交流〔再掲〕 生涯学習推進課 76 

 ⑦ 障害者スポーツの理解の推進〔再掲〕 生涯学習推進課 76 

新規 
重点 

⑧ 東京 2020 大会の気運醸成事業の推進 
オリンピック･パラ 
リンピック推進担当/
生涯学習推進課 

76 

新規 
重点 

⑨ 東京 2020 大会の事前キャンプ等の誘致 
オリンピック･パラ 
リンピック推進担当/
生涯学習推進課 

77 

新規 ⑩ 港区マラソンの実施〔再掲〕 
オリンピック･パラ 
リンピック推進担当

77 

 

基本目標８ 東京 2020 大会等のレガシーの継承・活用 

施策 新規/重点 事業 担当課 頁 

(1)東京 2020 大会
等を契機とした取
組の展開 

新規 
① 東京 2020 大会等を通じたネットワークの拡大を

活用したスポーツの推進 
生涯学習推進課 78 

新規 
重点 

② スポーツボランティア活動の普及と定着 生涯学習推進課 78 
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基本目標１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ活動の促進 

 

 

 

施策(１)スポーツ活動に親しむきっかけづくり 

 スポーツには、様々な種目があるとともに、スポーツを行う人も、それぞれのライフスタイルの違い

や体力、スキル、障害の有無など、多様な特徴を持っています。 

 そのため、誰もがスポーツに取り組めるような環境を整えます。各種教室や大会・イベントの開催な

どにより、スポーツ実施率が低い世代やスポーツをしていない人にも積極的に働きかけ、スポーツに親

しむ区民の拡大を図ります。また、生活習慣病予防や高齢者の健康増進など保健福祉と連携した啓発に

より、スポーツ活動への参加意欲を高める取組を積極的に行います。 

 

 

１-(１)-① スポーツイベントの充実                  重点 

 子どもから高齢者、障害者、初心者でも多くの人が気軽に参加しやすいスポーツイベントを実施しま

す。トップアスリートの試合の観戦やお台場でのマラソンなど、参加型のスポーツ競技の楽しさを体感

してもらいながら、区民相互の交流を深め、スポーツを気軽に楽しめる機会を充実します。 

 特に、競技性や勝敗にこだわらず、また年齢・体力・運動技術に関係なくより多くの人が、気軽に楽

しむことができるニュースポーツを取り入れ、スポーツ実施率が低い世代にもスポーツに触れるきっか

けづくりを積極的に提供します。 

 参加者の拡大を図るため、体験教室やスポーツイベントの周知についても様々な媒体を活用し、強化

します。 

 

１-(１)-② 地域スポーツ教室の開催 

 地域の人々が様々なスポーツを体験するきっかけの場を提供するために、中学校区ごとに学校施設な

どを拠点として地域スポーツ教室を開催していきます。働き盛り世代の人たちや高齢者、障害者などの

参加者の拡大を図るとともに地域での周知についても強化します。 

 

１-(１)-③ みなと区民スポーツ・体育祭、みなと区民まつりの開催 

 「みなと区民スポーツ・体育祭」では、区民に広くスポーツへの参加と体験の機会を提供する「スポ

ーツまつり」と（一財）港区体育協会加盟団体等による競技大会の「スポーツ体育祭」を行い、港区教

育委員会・（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団・（一財）港区体育協会・スポーツ推進委員等で

構成する実行委員会が中心となって開催しています。 

 また、「みなと区民まつり」では、東京 2020 大会に向けての気運醸成イベントを実施します。 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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１-(１)-④ 港区マラソンの実施           新規 

子どもから高齢者まで、国籍や障害の有無の区別なく、誰もが気軽に参加してスポーツの「する」「み

る」「支える」を体現することができる「港区マラソン」を実施します。 

「港区マラソン」の実施に当たっては、東京 2020 大会に向けた気運醸成を図るとともに、地域振興、

国際化、教育、文化など、地域共生社会の実現に向けた基盤づくりとなるよう区内企業をはじめとする

様々な関係団体等と連携するほか、区民がボランティアとして参加する仕組みづくりを進めます。 

 

１-(１)-⑤ ヘルシーナにおける健康増進の取組の実施 

 健康増進センター（ヘルシーナ）内のトレーニングルームや体育館で自主的に健康づくりに取り組む

ことができる事業を実施します。また、ヘルシーナで健康増進・健康づくりのために、検査、体力測定

などの健康度測定や医師によるカウンセリング、栄養指導、運動指導を行うメディカルチェック事業を

実施します。生活習慣病予防・改善のための事業や健康づくり教室など、区民の多様なニーズに応える

プログラムを拡充します。 

 

１-(１)-⑥ ヘルシーナ・グループの育成・支援 

 健康増進事業の参加者を主体に結成された、健康づくり自主グループの活動を支援するとともに、情

報提供やポスター・チラシを施設に掲示するなどの支援をします。 

 

１-(１)-⑦ 健康づくりサポーターの育成・支援 

 健康づくりに取り組んでいる個人や企業・飲食店などの団体を「健康づくりサポーター」として登録

し、それぞれの活動を通じて、地域の区民が身近な場所で自主的に健康づくりを継続してできるよう支

援します。区ホームページで、登録している健康づくりサポーターを紹介し、活動内容などの情報提供

を行います。また、健康づくりサポーター間の情報交換を行い、事業の活性化を図ります。 

 

１-(１)-⑧ ウォーキングマップの利用・活用促進 

 区内８コースの距離や所要時間、消費カロリーなどをまとめた「すこやかマップ ウォーキング」を

利用して身近で無理のない「ウォーキング」により、運動習慣の定着を図ります。マップを利用したウ

ォーキングが継続的に実施されるよう、マップの内容を適宜、更新していきます。 

 

１-(１)-⑨「港区たのしい子どものレシピ BOOK」、「港区子ども健康読本」の発行 

 「港区たのしい子どものレシピ BOOK」を各家庭に配布するほか、学童クラブなどにおける食育の教

材として活用することで、正しい食習慣の習得、食材や調理への関心を高めるよう取り組みます。 

 「港区子ども健康読本」を区立小学校 6 年生に配布し、学童期における生活習慣病予防やセルフメデ

ィケーション（自分自身の健康を管理し軽度な身体の不調は自分で手当てすること）などに関する知識

の普及を図ります。 

 

 

 

  

【健康推進課】

【健康推進課】

【健康推進課】

【健康推進課】

【健康推進課】

【オリンピック・パラリンピック推進担当】
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施策(２)子どものスポーツ活動の促進 

 子どもの頃からスポーツ活動に親しむことは、子どもの体力・運動能力の向上を図るとともに、生涯

を通じて、楽しみながらスポーツに取り組める意識の向上や運動習慣の確立につながります。 

 小・中学校 9 年間の学校教育において、オリンピック・パラリンピック教育を通じて、体育の授業や

部活動などで子どものスポーツに対する興味・関心や体力・運動能力の向上を目指した取組を充実させ

ます。 

 

 

１-(２)-① タグラグビー教室の開催 

 タグラグビーはタックルなどの接触プレーがない誰でも楽しめるスポーツです。（公財）日本ラグビ

ーフットボール協会と連携し、「タグラグビー教室」を開催します。学校の校庭で親子が楽しくプレー

できるよう工夫し、また、障害者向け教室を実施し、内容を充実しています。さらに、インターナショ

ナルスクールなどへの普及・啓発を行っていきます。ラグビーワールドカップ 2019 の開催に向けて、

気運醸成事業と連動した取組を充実します。 

 

１-(２)-② 幼児の体力増進の取組 

 就学前の幼児期において、身体を動かすことの楽しさを経験することは、その後も継続してスポーツ

に親しんでいくきっかけとなります。幼児を対象に、専門の指導員によるスイミングやフットサルなど

を実施します。 

 

１-(２)-③ 子どものスポーツ大会の支援                新規 

 子どものスポーツをするきっかけづくりを推進するため、わんぱく相撲港区大会をはじめとする子ど

もを対象とするスポーツ大会、イベントを積極的に支援します。 

 

１-(２)-④「放課 GO→」・「放課 GO→クラブ」での体力向上 

 

児童が放課後等の学校施設などを活用し、安全に安心して活動できる居場所「放課ＧＯ→」「放課Ｇ

Ｏ→クラブ」を実施しています。「放課ＧＯ→」「放課ＧＯ→クラブ」で行う様々なスポーツプログラム

を通じて、子どもたちの体力向上を図ります。 

 

１-(２)-⑤ 児童館・子ども中高生プラザでの体力向上の取組 

 児童の健全育成のため、学習、遊び、スポーツなどの場と機会を提供します。児童館・子ども中高生

プラザの施設や事業において、スポーツ・遊びを通じて体力向上を図ります。 

 

１-(２)-⑥ 児童遊園の充実 

 地域の子どもたちが安全に遊べる身近な場所、また、地域のコミュニティ形成の拠点のひとつとして、

安心して集える魅力ある児童遊園を整備します。 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【各総合支所管理課/子ども家庭課/生涯学習推進課】

【各総合支所管理課/子ども家庭課】

【土木課】

【生涯学習推進課】
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１-(２)-⑦ プレーパークの推進 

 子どもがのびのびと思い切り遊べるように禁止事項をできるだけ少なくし、「自分の責任で自由に遊

ぶ」ことを大切にして、自然の中で子どもがやりたいことを自分自身の手で実現していき、遊ぶことを

とおして、自主性や社会性を身に着け、豊かに成長していくため冒険遊び場（プレーパーク）づくりに

取り組んでいます。 

 

１-(２)-⑧ 遊び場開放事業の実施 

 子どもたちを交通事故、その他の危険から守るとともに、健全育成を図ることを目的として、区立小

学校の校庭及び体育館を、幼児・児童の身近で安全な遊び場として開放します。 

 

１-(２)-⑨ 園庭等の開放 

 未就園児に対して、区立幼稚園の園庭や園舎などを開放し、遊び場を提供します。 

 

１-(２)-⑩ 親子スポーツ教室の開催 

 一般的に親がスポーツをしている子どもは、スポーツをする傾向があります。 

 親がスポーツをすることで子どもが一緒にスポーツをする、または子どもがスポーツすることで親が

一緒にスポーツをするきっかけをつくるため、親子で楽しめるプログラムを取り入れたスポーツ教室を

実施します。 

 

１-(２)-⑪ 部活動指導員の活用 

 部活動指導員の任用や研修などの整備を進め、部活動指導員を活用して専門的な技術指導を行うこと

により、体力、運動能力の向上をはじめ、協調性やマナーなどを習得することで、区立中学校の部活動

の充実を図ります。 

 

１-(２)-⑫ 武道における外部指導員の活用 

 区立中学校における武道の授業に地域人材などを外部指導員として配置し、専門家の指導による技術

面の向上を図るとともに、安全面に配慮した指導を行います。 

 

１-(２)-⑬ 校庭の整備等、学校における運動環境の充実 

 小学校の校庭は、子どもたちが体育の授業や課外活動など、1 年をとおして良好な校庭環境の中で使

用できるよう、改修の際に人工芝を導入しています。今後も、安全性や機能性、維持管理面を考慮し、

整備などを推進していきます。 

 体育の授業以外でも、放課後などの時間に児童・生徒が運動できるよう、学校の運動器具・用具を充

実します。 

 

 

 

  

【各総合支所まちづくり担当/土木計画担当】

【生涯学習推進課】

【学務課】

【生涯学習推進課】

【指導室】

【指導室】

【学務課/学校施設整備担当】
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１-(２)-⑭ 小学校における連合運動会等の開催 

 各学校間の交流を通じて、協調性や連帯感を育成するとともに、児童の体力向上を図るため、区立小

学校 6 年生を対象とした「連合運動会」を実施します。 

 また、各学校間の交流や、児童の体力の向上、泳力の向上を目指し、区立小学校 6 年生を対象とした

「水泳記録会」を実施します。 

 

１-(２)-⑮ 中学校における体育大会等の開催 

 区立中学校 2 年生を対象に、都立駒沢オリンピック公園総合運動場で「連合体育大会」を行い、協調

性や連帯感などを育成します。また、大会本番に向け、各学校での保健体育科の授業や朝の始業前の時

間、放課後の練習を通じて体力・運動能力の向上を図ります。 

 また、生徒の泳力の向上を目指すほか、学校間の親睦を図ることを目的として、区立中学校の代表生

徒による「中学校水泳記録会」を実施します。 

 

１-(２)-⑯ 特別支援学級合同運動会の開催 

 区立小・中学校特別支援学級の児童・生徒が一堂に会し、競技や演技を通じて、各校との交流を図る

とともに、体力を高めるために、「特別支援学級合同運動会」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【指導室】

【指導室】

【指導室】
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施策(３)子育て・働き盛り世代のスポーツ活動の促進 

 現在、スポーツ実施率が低いのは、子育て世代や働き盛り世代の人々です。この世代がスポーツをし

ていない理由として、「仕事や家事、育児で忙しく時間がないから」が多くなっています。子育て・働

き盛り世代のスポーツ活動を促進することは、成人の週 1 回以上のスポーツ実施率の向上に大きく寄与

すると考えられます。 

 このため、子育て・働き盛り世代が気軽に、楽しみながらスポーツ活動を実践できるよう、親子でス

ポーツに参加できる環境を整えるとともに、仕事帰りなどに身近な場所でスポーツができる環境を整え

ます。 

 

 

１-(３)-① スポーツセンター等での夜間の教室開催 

 働き盛り世代が仕事帰りに気軽にスポーツに取り組めるよう、スポーツセンターや各スポーツ施設で

の夜間の教室プログラムを実施します。 

 

１-(３)-② 子育て世代のスポーツ活動への参加促進 

 子育て中の親が安心してスポーツに取り組めるよう、「親子で楽しむ運動教室」などのスポーツ教室

やスポーツイベントにおける親子参加型事業の充実に取り組みます。 

 

１-(３)-③ 働き盛り世代のスポーツ活動への参加促進          新規 

 働き盛り世代が日常的にスポーツに取り組めるよう、区内企業に対し、区が主催するスポーツ体験会

への参加を働きかけ、働き盛り世代のスポーツ活動の活性化を図ります。 

 

１-(３)-④ 健康サポート教室（65 歳未満）の開催 

 65 歳未満の区民を対象に、健康への関心を高め、日常生活の中で、健康増進、疾病の予防、生活習

慣病の予防・悪化防止の正しい知識の普及・啓発を図ります。 

 

１-(３)-⑤「親子ふれあい広場」でのイベントの開催 

 子ども及び家庭に関するあらゆる相談に応じ、必要な支援の実施や情報提供を行います。「親子ふれ

あい広場」で親子が楽しめるプログラムを取り入れ、親子の心身の健康増進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【健康推進課】

【子ども家庭支援センター】

【生涯学習推進課】
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施策(４)高齢者のスポーツ活動の促進 

 健康づくりや体力の維持のためにスポーツに励む、また、スポーツを通じたコミュニケーションを楽

しむ高齢者が増加しています。 

 こうした高齢者のスポーツ活動をさらに促進させるために、スポーツを通じて体力を維持するための

高齢者向けの各種講座を拡充するとともに、いきがいづくりや人とのコミュニケーションにつながるイ

ベントの開催やクラブ活動の充実を図ります。また、高齢者がそれぞれの身体能力に応じて、気軽に始

めることができるニュースポーツを推進します。 

 

 

１-(４)-① 高齢者向けスポーツ教室の実施 

 スポーツを通じた健康づくりやいきがいづくり、人と人との交流を促進するため、高齢者が気軽に参

加できるよう様々な種目によるスポーツ教室やイベントを実施します。また、スポーツ推進委員と連携

して、地域スポーツ教室で高齢者が気軽に楽しみながら体を動かすことができるニュースポーツを取り

入れた教室も実施します。 

 

１-(４)-② さわやか体育祭の開催 

 年１回、スポーツセンターに、いきいきプラザなどの利用者が集い、体力に応じたスポーツやゲーム、

体操などを行い、親睦を深めます。保育園児も参加し、一緒にゲームなどを行うことにより世代間交流

を図ります。また、男性高齢者の参加促進など、新たな層への参加を働きかけます。 

 

１-(４)-③ いきいきプラザ各種教室・講座の開催 

 60 歳以上の区民を対象に、区内のいきいきプラザで卓球やウォーキングなど、多彩な教室・講座を

開催します。仕事や趣味・ボランティア活動などを行っている元気な高齢者など、新たな層の利用を促

進します。 

 

１-(４)-④ 介護予防事業の充実 

 運動機能、生活機能、栄養状態の維持・向上を図るため、介護予防総合センターを中核機関として、

いきいきプラザ、スポーツセンター、高齢者相談センターなどとのさらなる連携強化を推進し、魅力あ

る効果的な事業や教室を実施するとともに、介護予防事業の拡充に取り組みます。 

 また、介護予防総合センターでは、新たな介護予防プログラムを開発し、実施するとともに、いきい

きプラザなどへの展開を図ります。 

 

１-(４)-⑤ 介護予防体操（みんなといきいき体操）の普及 

 いつでも、どこでも、誰でも介護予防ができるように、介護予防体操（みんなといきいき体操）の普

及を推進します。介護予防総合センターやいきいきプラザなどで介護予防体操を実施するとともに、区

民への DVD の貸出もあわせて行います。 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【各総合支所管理課/高齢者支援課】

【各総合支所管理課/高齢者支援課】

【高齢者支援課】

【高齢者支援課】
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１-(４)-⑥ 介護予防を担う人材の養成 

 介護予防に興味を持ち、地域のリーダーとなって介護予防活動を主体的・積極的に取り組んでいく介

護予防リーダーを養成します。介護予防リーダーが、介護予防総合センターやいきいきプラザ、高齢者

相談センターなどと連携して、介護予防活動を積極的に展開していきます。 

 また、介護予防体操（みんなといきいき体操）の普及や介護予防事業のサポートをする介護予防サポ

ーターを養成します。介護予防総合センターやいきいきプラザなどにおいて実施する介護予防事業や、

介護予防体操の普及活動において、介護予防リーダー・サポーターと連携し、円滑に事業を実施します。 

 

１-(４)-⑦ 認知症予防事業の実施 

 認知症予防に効果があると言われているウォーキングを中心とした事業を行います。運動の習慣を確

立し、認知症の発症を遅らせます。事業に参加して集団で行うウォーキングだけではなく、個人が気軽

にウォーキングの習慣をつけることにより、フレイル（虚弱）対策を行うことができます。 

 

１-(４)-⑧ 訪問型介護予防事業の実施 

 通所型介護予防サービスを利用できない人や家族を対象に、看護師などが訪問して、介護予防のため

の運動指導や保健指導などを行い、要介護状態になることを防止するとともに状態の改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【高齢者支援課】

【高齢者支援課】

【高齢者支援課】
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ラグビー港区ＤＡＹ 

施策(５)スポーツ観戦の機会の創出 

 「みる」スポーツの推進は、区民のスポーツへの関心の向上やスポーツを通じた地域づくりなど、重

要な意義を持ちます。また、「みる」ことを通じて、感動の共有や気分転換、ストレス解消などの効用

を得られるという魅力があり、自らスポーツに親しむきっかけになります。 

 

 

１-(５)-① スポーツイベント・競技大会・試合の誘致 

 スポーツイベントや大会、試合を誘致することで、トップアスリートの競技を間近で観戦し、スポー

ツの興奮や感動を共有する機会を提供します。 

 

１-(５)-② ラグビーを生かしたスポーツ振興事業の実施 

 区と（公財）日本ラグビーフットボール協会との協定に基づく連携協力の一環として、区立小・中学

校の児童・生徒にラグビー観戦の機会を提供しています。今後は、成人向けカジュアルラグビーの体験

などを通じ、ラグビーのより一層の普及・啓発を図ります。また、ラグビーワールドカップ 2019 の開

催に向け、「秩父宮みなとラグビーまつり」をはじめ、様々な気運醸成事業に取り組みます。 

 

１-(５)-③ スポーツイベントの情報発信 

 区内のスポーツ施設において、様々なスポーツに関連したイベントが開催されています。トップアス

リートによる大会などの情報を随時発信することで、スポーツ観戦の機会を増やします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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施策(６)競技スポーツへの参加支援 

 スポーツを行うことは、自らの健康の増進や体力の向上を目的とするほかに、できなかったことがで

きるようになる、上達するなどといった精神的な喜びをもたらします。また、スポーツは、人間本来の

身体的・精神的な欲求に応える人類の文化であり、今後も育み、醸成していくべきものです。 

 スポーツの発展のためには、気軽に取り組める生涯スポーツの推進と同時に、高い技術の習得などを

目指した競技スポーツを支援することが重要です。指導者を配置し、定期練習会や個人公開指導などを

実施することで、区民の競技スポーツへの参加を支援します。 

 

 

１-(６)-① 都民体育大会港区予選会等の実施 

 区民のスポーツの普及と健康増進・体力向上を図るため、「都民体育大会港区予選会」、「都民生涯ス

ポーツ大会」及び「都民スポレクふれあい大会港区選考会」を実施します。 

 

１-(６)-② 定期練習会の開催 

 スポーツセンター等で弓道、剣道、柔道、合気道、なぎなた等の定期的な練習を行います。 

 定期的な練習の機会を提供し、指導員を配置して実技指導を行うことで、技術の上達を支援します。 

 

１-(６)-③ 個人公開指導の実施 

 バスケットボール、バドミントン、卓球等のスポーツを楽しむ機会を提供するため、スポーツセンタ

ー等各競技場を公開します。定期的な練習の機会を提供し、指導員を配置して実技指導を行うことで、

技術の上達を支援します。 

 

１-(６)-④ みなと区民スポーツ・体育祭、みなと区民まつりの開催〔再掲〕Ｐ50 

 「みなと区民スポーツ・体育祭」では、区民に広くスポーツへの参加と体験の機会を提供する「スポ

ーツまつり」と（一財）港区体育協会加盟団体等による競技大会の「スポーツ体育祭」を行い、港区教

育委員会・（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団・（一財）港区体育協会・スポーツ推進委員等で

構成する実行委員会が中心となって開催しています。 

 また、「みなと区民まつり」では、東京 2020 大会に向けての気運醸成イベントを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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基本目標２ スポーツを通じた仲間づくり・地域づくり 

 

 

 

施策(１)総合型地域スポーツ・文化クラブ(スポーカル)の設立及び運営支援 

 総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）は、「多種目」、「多世代」、「多様な技術や技能」に

合わせて継続的にスポーツを楽しむことができ、また、クラブ会員一人ひとりがスポーツの受け手とな

ると同時に創り手となる形態のスポーツクラブです。スポーツだけではなく、文化活動も取り入れ、身

近な地域でスポーツや文化活動を楽しみながら健康に暮らすとともに、地域コミュニティの活性化の核

となることを目的とした自主運営のクラブです。 

 この総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）を設立するための支援や運営の支援を行います。 

 

 

２-(１)-① 総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）の設立及び運営支援     重点 

 

 総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）の運営を支援するとともに、スポーカル六本木・ス

ポーカル高松に続く第３のスポーカル設立を支援します。また、クラブの活動区域をこれまでの中学校

区から総合支所ごとへ拡大することや、多様な主体との連携により設立を促進します。 

 

 

 

施策(２)地域スポーツ組織の活動支援 

 スポーツは、一人ではなく仲間とともに行うことで、体力の維持や健康増進などの効果に加え、競争

意識や団結力が芽生え、活動意欲が高まります。スポーツをする仲間が増えることにより、地域におけ

る新たなつながりの創出も期待できます。 

 このようなスポーツを通じた仲間づくり、地域づくりを推進するため、地域におけるスポーツ団体の

活動支援を行うほか、団体の活動を通じて区民がスポーツに参加する機会をつくっていきます。 

 

 

２-(２)-① 社会体育団体への支援 

 社会体育団体を支援するために、スポーツ施設の利用料金の減額、社会体育団体の経費（講師料）を

助成しています。区におけるスポーツ指導者の育成やスポーツ振興を充実するため、継続して社会体育

団体を支援していきます。 

 

２-(２)-② スポーツ団体の表彰 

 区におけるスポーツ・レクリエーションの普及・発展に貢献し、社会体育の振興に寄与したスポーツ

関係団体を表彰します。社会体育団体、（一財）港区体育協会加盟団体、自主クラブ等から実績を考慮

し、表彰します。 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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施策(３)総合支所との連携 

 総合支所では、区民参画によって地域の魅力をより高めるため、地域の課題解決や特性をふまえた「地

域事業」に取り組んでいます。 

 効果的・効率的にスポーツ施策を実施し、スポーツを通じた地域づくりを推進するため、総合支所と

の連携を強化します。 

 

 

２-(３)-① 総合支所との連携強化 

 スポーツへの関心が高まり、総合支所においても、地域事業としてスポーツに関する取組がはじまっ

ています。総合支所とスポーツ関連事業の情報交換を行い、スポーツ事業の連携強化に取り組みます。 

 

２-(３)-② 赤坂・青山子ども中高生共育(ともいく)事業 

 赤坂地区は、地域の子ども向け事業に取り組む企業・団体などの人的資源や秩父宮ラグビー場をはじ

めとしたスポーツ関連の資源が豊富な地域です。こうした地域資源を活用して、地域の小・中学生、高

校生を対象に「驚き、感動、気づき」から「自ら考え、行動する」へ導くよう、文化系・スポーツ系講

座を実施します。 

 スポーツ系講座は、その分野に係る知識や技術の享受だけでなく、マナーや挨拶などの礼儀、スポー

ツマンシップやコミュニケーション能力などを育む機会を創出します。 

 

２-(３)-③ 水辺フェスタ 

 運河や海辺などの水辺資源を活用したイベントの実施により、芝浦・海岸ニ・三丁目地域、港南地域、

台場地域の各地域住民のつながりを深めるとともに、長く住んでいる地域住民と新たな地域住民とのコ

ミュニティ形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【赤坂地区総合支所協働推進課】

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
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基本目標３ 港区ならではのスポーツ文化の醸成 

 

 

 

施策(１)港区をホームタウンとするチームとのスポーツ交流 

 近年、地域と密着したホームタウンスポーツが注目されています。地域の住民が「サポーター」とな

り、地元チームを応援することは、多くの人々を元気づけ、地域のつながりや活力を生み出すことにつ

ながっています。 

 港区には、多くの企業が本社を構えるオフィス街や商業エリアがあり、トップレベルのトップアスリ

ート、スポーツチームが集まる特性があります。こうした特性を生かし、港区をホームタウンとするチ

ームや区内の私立中学・高等学校、大学との交流を生み出すことを通じて、地域の活性化を図ります。 

 

 

３-(１)-① トップアスリート及びチームとの交流            重点 

 スポーツ技術を極めたトップアスリートからの助言や指導を受けることは、技術の向上や取り組む姿

勢、競技の歴史などを学ぶ絶好の機会です。またトップアスリートが属する企業による地域貢献は社会

の要請でもあり、現在行われている区立小・中学校への訪問とともに、今後は、さらにトップアスリー

トと連携し継続的な事業を推進していきます。 

 また、トップアスリートを招いて体験教室をはじめとしたスポーツイベントを実施するなど、港区を

ホームタウンとするトップアスリート及びチームとのスポーツ交流を促進する取組を強化します。 

 

年次計画

取組目標 

現状 後期（実施計画） 

平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

トップアスリート及び

チームとの交流 
５回 ５回 ５回 ５回 

 

成果指標 
平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

参加者数／年間 400 人 500 人 500 人 500 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生涯学習推進課】

トップアスリートとの交流 
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施策(２)港区の特性を生かしたスポーツツーリズムの推進 

 区は、東京の都心にあり、日本を代表する観光都市であるとともに、区の外国人住民は、平成 30（2018）

年１月現在で総人口の約８％を占めるなど、他に類をみない国際色豊かなまちです。 

 また、運河や東京湾などが貴重な水辺空間を形成しており、お台場エリアなどの立地特性を生かした

スポーツイベントも開催されています。 

 区内外、さらには海外から、多くの観光客が港区に集い、地域経済が活性化することを目指して、関

係課と連携し、区の観光資源を活用したスポーツツーリズムを推進します。 

 

 

３-(２)-① 観光資源を活用したスポーツ活動の実施 

 区は、赤坂、お台場などの知名度の高い地域や大規模施設などの都市観光資源が、歴史的な由緒ある

神社仏閣、名所・旧跡や、緑豊かな公園などと同居するまちです。 

 観光名所を見物するまち歩きや観光資源を活用した運動などにより、スポーツの振興が図られるよう

観光政策担当と連携して取り組みます。 

 

３-(２)-② 立地特性を生かしたイベントの実施 

 お台場エリアの立地特性を生かして、お台場でのマラソンのほか、水辺を活用した取組としてウイン

ドサーフィンやビーチヨガ、トライアスロン教室等を開催します。 

 また、区内に放送局が多くあることから民間放送事業者と連携して街角スポーツリポーターを育成し、

観客・選手との交流を図るなど、特色を生かした魅力あるスポーツに関する事業を実施します。 

 

３-(２)-③ サイクルツーリングの開催 

 自転車道の整備に合わせて、区内の観光資源を巡りながらサイクリングを楽しむイベントを実施しま

す。また、放置自転車対策とともに、地区内の回遊性と利便性を高めるため、自転車を共同利用する新

しい公共交通「自転車シェアリング」の取組と連動して、サイクルツーリングの推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

ウインドサーフィン教室 スタンドアップパドル教室 
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施策(３)スポーツを通じた人とのつながりの創出 

 地域コミュニティの希薄化が指摘される現在の社会の中で、スポーツのもたらす仲間づくりの機会や、

人との関わりを生み出すことの意義が高まっています。 

 かつては、自主的な少年野球の活動、職場仲間とのスポーツなどを楽しむ人も多くいましたが、現在

では、そういった活動が停滞しつつある中、つながりを育む一つの手段として、地域スポーツが注目さ

れています。 

 地域スポーツを通じて、地域に仲間をつくり、つながりを育むことは、地域コミュニティの創出、活

性化にもつながります。 

 

 

３-(３)-① 多様な区民との交流を図るスポーツイベントの実施 

 大使館関係者や各地区町会・自治会等へのスポーツイベント情報の共有の連絡体制を強化します。 

 

３-(３)-② 国際性豊かなイベントの実施 

 区は、多言語・多文化の人々が地域の隣人として住んでおり、82 の大使館や多くのインターナショ

ナルスクールが存在する、全国的にも珍しい地域です。 

 このような特色を生かして、大使館等と協働し、小・中学校や町会・自治会等の地域において、スポ

ーツを通じた国際交流や相互理解を育むイベントを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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基本目標４ スポーツを楽しめる場の確保 

 

 

 

施策(１)区立のスポーツ施設等の整備・充実 

 区民が、気軽にスポーツに親しむためには、それぞれの住まいや職場など、生活に身近な場所でスポ

ーツを楽しめる場が整備されていることが重要です。スポーツには様々な種目があり、それぞれの種目

に応じた施設等の環境が必要となります。 

 区内には、スポーツセンターや運動場、武道場など、様々なスポーツ施設があります。区民がより身

近な場所で多くの種目のスポーツ活動を楽しめるよう場の充実を図ります。 

 

 

４-(１)-① 区立のスポーツ施設等の環境整備              重点 

 区民が気軽にスポーツを続けられるよう、身近な場所にある区立のスポーツ施設等を計画的に整備し

ます。 

 特に、スポーツセンターの利用者が急増している状況を踏まえ、多種目の利用が可能なスポーツ施設

の整備について検討します。 

 

 ■スポーツ施設 

施設名 所在地 施設内容 

ス ポ ー ツ セ ン タ ー 芝浦 
延床面積 20,308.9 ㎡ 

競技場、武道場、プール等 

麻 布 運 動 場 
野 球 場

南麻布 
１面 夜間照明設備 

庭 球 場 ４面 夜間照明設備 

青 山 運 動 場 
野 球 場

南青山 
１面 夜間照明設備 

庭 球 場 ２面 夜間照明設備 

芝 浦 中 央 公 園 

運 動 場 

庭 球 場

港南 

４面 夜間照明設備 

フ ッ ト サ ル 場

（多目的運動場） 

フットサル場（多目的運動場）１面、壁打コート１面

夜間照明設備 

芝 給 水 所 公 園 

運 動 場 

サ  ッ  カ  ー  場

（多目的運動場） 
芝公園 １面 夜間照明設備 

芝 公 園 多 目 的 運 動 場

（ ア ク ア フ ィ ー ル ド 芝 公 園 ）
芝公園 

プール（50ｍ×8 ｺｰｽ）、子どもプール 

フットサル場３面 

埠 頭 少 年 野 球 場 海岸 １面 夜間照明設備 

芝 浦 南 ふ 頭 公 園 運 動 広 場

（ か い が ん ぱ ～ く ）
海岸 

少年野球場（多目的運動場）１面 

少年サッカー場（フットサル場・多目的運動場）１面

サッカー場（多目的運動場）１面 

氷 川 武 道 場 赤坂 畳・板敷兼用 

愛 宕 弓 道 場 愛宕 ５的 

江 戸 川 河 川 敷 グ ラ ウ ン ド
埼玉県 

三郷市 
野球場３面（民間借上施設） 

 

【生涯学習推進課】
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施策(２)スポーツセンターと関連施設との連携 

 スポーツセンターと介護予防総合センターや健康づくり施設など、スポーツ活動の場として利用可能

な施設との連携を強化し、区民が利用しやすい仕組みづくりを進めます。 

 また、区民の健康増進や介護予防に資するスポーツ活動の促進を図ります。 

 

 

４-(２)-① スポーツセンターと関連施設との連携事業の推進 

 

 区民の健康保持・増進の視点で、スポーツセンターは健康増進センター、介護予防総合センターと連

携し、水中トレーニング教室などの事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【高齢者支援課/健康推進課/生涯学習推進課】

水中トレーニング教室 
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施策(３)学校施設の活用の推進 

 区立小・中学校は、学校施設の開放などを通じて、地域の人々の身近なスポーツ活動の場として親し

まれています。 

 区立小・中学校の施設を、学校教育上支障のない範囲で、地域住民等に開放し、さらに活用を推進し

ます。 

 

 

４-(３)-① 校庭及び体育館等の開放 

 地域の人々のスポーツ活動の場として、教育委員会に登録した港区立学校施設等使用事前届出団体等

に、全ての区立小・中学校の校庭及び体育館を地域に開放し、学校施設の活用を推進します。 

 

４-(３)-② 学校屋内プールの開放 

 誰もが身近なところでスポーツに親しめるよう、区立小・中学校の屋内プールを開放しています。学

校屋内プールの利用を一層促進するため、水泳教室の充実や利用方法の改善に取り組むとともに、施設

の周知を図り、活用を推進します。 

 

■学校屋内プール 

施設名 所在地 施設内容 

港 南 小 学 校 屋 内 プ ー ル 港南 25ｍ温水プール 

本 村 小 学 校 屋 内 プ ー ル 南麻布 25ｍ温水プール 

赤 坂 小 学 校 屋 内 プ ー ル 赤坂 25ｍ温水プール 

御 成 門 中 学 校 屋 内 プ ー ル 西新橋 25ｍ温水プール 

高 松 中 学 校 屋 内 プ ー ル 高輪 25ｍ温水プール 

高 陵 中 学 校 屋 内 プ ー ル 西麻布 25ｍ温水プール 

お 台 場 学 園 港 陽 中 学 校 屋 内 プ ー ル 台場 25ｍ温水プール 

 

４-(３)-③ 遊び場開放事業の実施〔再掲〕Ｐ53 

 子どもたちを交通事故、その他の危険から守るとともに、健全育成を図ることを目的として、区立小

学校の校庭及び体育館を、幼児・児童の身近で安全な遊び場として開放します。 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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施策(４)民間スポーツ施設等の活用 

 区内には多くの大学や民間スポーツ施設、企業などが存在しています。 

 これらの大学や民間スポーツ施設、企業などとの連携を進め、民間施設を活用したスポーツイベント

の開催など、活動の場の充実に取り組みます。 

 

 

４-(４)-① 大学等のスポーツ施設等の活用 

 利用実態を踏まえ、区内大学等のスポーツ施設を区民が利用できる場となるよう要請していきます。

区内大学等のスポーツ施設を活用した大会の開催やイベントの実施など、連携に努めます。また、身近

な場所で区民大会等を開催できるように、都立運動場等の利用の拡充に努めます。 

 

４-(４)-② 民間事業者との連携 

 区民のスポーツへの取組意欲を喚起できるよう、魅力ある民間事業者と互いの持つ資源を有効活用す

る取組を進めます。 

 特に、区民がより身近な場所でスポーツ活動を行えるよう民間事業者が保有する体育館などのスポー

ツ施設の活用を進めます。 

 

 

 

 

 

施策(５)区外でのスポーツ施設の確保 

 区民がスポーツに親しむようになるためには、スポーツ施設の整備、充実を進めることが必要ですが、

区内において、運動施設を整備する土地利用は難しい状況があるため、区外における屋外運動施設の確

保に向けて取り組みます。 

 

４-(５)-① 区外における屋外運動施設の確保 

 現在、江戸川河川敷グランドを野球場借上施設として利用しています。河川敷グランドは荒天による

河川の増水などにより利用中止となり、稼働率が低下するため、新たな屋外運動施設の借上に向けた調

査を進め、施設の確保に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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基本目標５ スポーツ活動を支援する環境の整備 

 

 

 

施策(１)スポーツ活動を支える人材の活用 

 区民が、自らの体力や技能にあったスポーツを継続的に行い、その能力を高めていくためには、適切

なアドバイスが行える指導者が重要な役割を持ちます。スポーツ活動を支える人材として、地域におい

て、団体や区民をつなぐ調整役を担う人材が重要です。 

 そのため、スポーツ推進委員の資質向上に向けた研修を実施します。 

 東京 2020 大会等に向けて、スポーツボランティアの育成に取り組みます。大会終了後も経験を生か

し、地域のスポーツ活動を支える人材の育成につなげます。 

 

 

５-(１)-① ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施      重点 

 東京 2020 大会等の開催に向けて、ボランティアの育成や参加を拡大していくために、メンバーを公

募し、各競技やボランティアの勉強などを行い、ボランティアリーダーとなれる人材の育成を目指しま

す。 

 また、スポーツボランティアに関する活動の情報発信を充実するなどして、スポーツボランティアへ

の参加促進を図ります。 

 

年次計画

取組目標 

現状 後期（実施計画） 

平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

ポート・スポーツ・ 

サポーターズクラブ 

事業の実施 

継続・充実 継続・充実 継続・充実 継続・充実 

 

成果指標 
平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

参加者数／年間 70 人 100 人 100 人 100 人 

 

 

５-(１)-② スポーツ推進委員の活動支援 

 スポーツ推進委員は、行政と地域をつなぐ調整役として 

地域スポーツの振興に取り組むとともに、地域住民の健康 

や生きがい、交流活動を推進しています。 

 スポーツ推進委員の資質向上に向け、スポーツ基本法に 

規定された障害者スポーツや高齢者のスポーツを推進する 

ための研修を実施するなど活動を支援します。 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

みなと区民スポーツ・体育祭での活動 
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施策(２)スポーツ・レクリエーション情報の提供 

 区民のスポーツに対する関心を高め、参加を促すためには、情報を提供する体制の構築が重要になり

ます。 

 スポーツ・レクリエーション情報には、施設予約、利用案内などの活動場所に関する情報や教室、講

座など開催事業に関する情報、団体の活動情報など様々なものがあり、区民の主体的な活動を支えるた

めには、多様な情報を効果的に提供していくことが重要です。 

 区ホームページの充実や広報紙の活用などにより、スポーツに関連する情報を発信して、スポーツに

関する情報を幅広く区民に提供し、区民の「知る」環境の充実を図ります。 

 

 

５-(２)-① 区ホームページの充実 

 区ホームページを活用し、区立スポーツ施設のスポーツ情報を提供しています。 

 今後、内容のさらなる充実を図り、広く区民にスポーツ・レクリエーション情報を提供できるように

取り組みます。 

 

５-(２)-② 施設の周知、利用案内等の情報提供 

 スポーツセンターや運動場などの利用方法をまとめた「スポーツガイドマップ」や利用可能な学校屋

内プールを一覧にした「学校屋内プール利用案内」により、施設の周知及び利用方法をお知らせしてい

ます。今後は、内容をさらに充実し、広く区民に施設利用を促すための情報提供に取り組みます。 

 また、運動やスポーツを身近な場所で気軽に行えるよう、区内８コースの距離や所要時間、消費カロ

リーなどをまとめたウォーキングマップ等を周知するなど、情報提供の充実に努めます。 

 

５-(２)-③ スポーツ団体の情報の提供 

 区内のスポーツ団体の活動内容を一元的に管理し提供できるよう、スポーツ団体の情報の提供方法を

充実させていきます。 

 

５-(２)-④ スポーツセンター等の混雑情報の提供 

 個人利用の施設について、さらに利便性を向上させるため混雑情報の提供に取り組みます。プール、

トレーニングパークの状況について、ＳＮＳ※10などを活用した混雑情報の提供に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
※10 ＳＮＳ：ソーシャルネットワーキングサービスの略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービス。友人同

士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで密接な利用者

間のコミュニケーションを可能にしています。 

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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施策(３)関係機関・団体等との連携 

 （公財）港区スポーツふれあい文化健康財団や（一財）港区体育協会など、多様な関係機関・団体等

と連携し、区民の誰もが参加できるスポーツ事業の充実に努めるとともに、各関係機関や団体等の主催

する事業への参加を幅広く呼びかけ、区民のスポーツ活動への参加の拡大を図ります。 

 

 

５-(３)-①（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団との連携 

 区民が広く参加できるスポーツ事業を実施している（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団と連

携し、スポーツ事業の充実に取り組みます。お台場海浜公園など区内の観光資源を活用したスポーツイ

ベントを推進します。 

 

５-(３)-②（一財）港区体育協会との連携 

 競技スポーツにおける技術の向上、競技力の強化及び指導者の育成を役割とする（一財）港区体育協

会と連携し、スポーツ事業の充実に取り組みます。東京 2020 大会等に向けた、ジュニアスポーツ育成、

競技ボランティア育成を推進します。 

 

５-(３)-③（公財）日本ラグビーフットボール協会との連携 

 区と（財）日本ラグビーフットボール協会（現在は（公財）日本ラグビーフットボール協会）は、平

成 21（2009）年 2 月に地域社会におけるスポーツの発展及び健全育成に寄与することを目的に基本協

定を締結しました。今後とも、互いが有する資源を活用し積極的に連携協力することにより、ラグビー

を生かしたスポーツ振興事業を推進します。さらに、ラグビーワールドカップ 2019 の開催に向け、気

運醸成に関する事業に連携して取り組みます。 

 

５-(３)-④（公社）日本トライアスロン連合等との連携          新規 

 区と（公社）日本トライアスロン連合、（一社）東京都トライアスロン連合、港区トライアスロン連

合、（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団、（一財）港区体育協会は、平成 28（2016）年 11 月

にスポーツ及び地域社会の発展に寄与することを目的に基本協定を締結しました。今後とも、互いが有

する資源を活用し積極的に連携協力することにより、トライアスロンを生かしたスポーツ振興事業を推

進します。さらに、東京 2020 大会の開催に向け、気運醸成に関する事業に連携して取り組みます。 

 

５-(３)-⑤ 企業や団体、他自治体との連携 

 区には、企業の本社機能が数多く存在し、トップアスリートやプロスポーツチームなどのスポーツ資

源があります。こうした特徴を生かし、企業や団体と連携し、各種スポーツイベント、スポーツ体験会

などを開催します。 

 また、他自治体と連携することにより、魅力あるスポーツ事業を実施していきます。 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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基本目標６ 障害者スポーツ活動の場の充実と理解の促進 

 

 

 

施策(１)障害者のスポーツ活動の推進 

 スポーツ基本法では、障害者のスポーツについて、「障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うこ

とができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」としてい

ます。障害者が、リハビリとしてだけでなく、娯楽や余暇活動としてスポーツを行えるような環境を整

えるとともに、障害者団体や特別支援学校等の関係団体との連携を進めます。 

 

 

６-(１)-① 障害者スポーツの集いの充実 

 障害のある人もない人もスポーツを通じて交流する集いを、 

毎年スポーツセンターで実施します。 

障害者団体やスポーツ推進委員、障害者福祉課、（ 公財） 港 

区スポーツふれあい文化健康財団と連携して、障害のある人も 

ない人も、ともにスポーツに親しめるよう内容を充実するとと 

もに、イベントの周知を強化します。 

 

 

 

６-(１)-② 障害者のスポーツ教室の開催 

 障害のある人を対象に、いすに座りながらできる簡単なストレッチや軽いトレーニングを行う「リフ

レッシュ体操教室ジャンプ」を引き続き実施していきます。また、障害がある方に対して、家でもでき

るような簡単な体操を紹介する「リフレッシュ体操教室ステップ」を引き続き実施していきます。 

 

６-(１)-③ いちょう学級の実施 

 知的障害者がスポーツ・学習等を通じ社会参加への適応力を高めるために、エアロビクス、フライン

グディスク・自然体験などを行う「いちょう学級」を実施しています。内容の見直しを行いながら、さ

らに充実させていきます。 

 

６-(１)-④ 障害者のスポーツ指導員の配置 

 障害者が気軽にスポーツに親しめるよう、障害者スポーツについて十分な知識を有する指導員を区立

スポーツ施設に配置していきます。 

 

６-(１)-⑤ 障害者スポーツ環境の充実              新規 重点 

 障害のある人が安心してスポーツを楽しめるよう、スポーツセンターのシャワー室等を整備するほか、

ユニバーサル仕様の卓球台やボッチャの用具等、障害者スポーツ用品の充実を図り、障害のある人もな

い人も同じ場所で一緒にスポーツを行うことができる環境を整えます。 

  

【生涯学習推進課】

【障害者福祉課】

【障害者福祉課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

障害者スポーツの集い 
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施策(２)障害者スポーツへの理解促進と普及・啓発 

 スポーツセンターや学校施設などで障害者スポーツ体験会やイベントを定期的に実施し、障害のある

人もない人も、年齢を問わず、誰もが同じ場所で一緒にスポーツを行う機会を提供し、運動することの

楽しさやすばらしさを共有できるような事業の充実に取り組みます。 

 また、障害者スポーツが行える場所や機会について、広く区民が情報を収集できるよう周知方法を充

実強化します。 

さらに、障害者スポーツに携わる人のみならず、誰もが障害者スポーツへの理解を深めることができ

るよう、意識啓発などに取り組みます。 

 

 

６-(２)-① 障害者スポーツの観戦・体験機会の創出           重点 

 障害のあるアスリートが持てる力を発揮し、競技に打ち込む姿は、多くの人に勇気と感動を与えます。

試合・大会の誘致などにより、障害者スポーツの観戦機会の充実を図るとともに、体験会の実施により、

定期的に障害者スポーツに触れる機会を創出します。 

 

年次計画

取組目標 

現状 後期（実施計画） 

平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

観戦・体験会の開催 ４回 ５回 ５回 ５回 

 

成果指標 
平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

参加者数／年間 240 人 300 人 300 人 300 人 

 

 

６-(２)-② 障害者スポーツの理解の推進 

 東京 2020 大会に向け、障害者スポーツの理解を深めるため、職員、スポーツ推進委員等、障害者ス

ポーツに携わる人たちを対象とした研修等を実施します。 

 

６-(２)-③ 障害者スポーツの普及・啓発                新規 

 障害者スポーツ体験会の実施や障害者スポーツ団体の定期的な活動場所の確保など事業の充実を図

るとともに、SNS などを活用し、障害者スポーツに関する様々な情報の提供方法を工夫することで、障

害者スポーツの普及拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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基本目標７ 東京 2020 大会等に向けた気運醸成 

 

 

 

施策(１)東京 2020 大会等に向けた気運醸成の取組の推進 

 ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 大会は、世界のトップアスリートの活躍を間近にみるこ

とで、次代を担う子どもたちに夢や感動を与えるとともに、世界の人々とのふれあいや異文化交流を進

める絶好の機会となります。 

 区は、企業連携による東京 2020 大会等の開催に向けたイベントなど、区民、民間、全国各地域との

連携を柱に、東京 2020 大会等の開催に向けた気運醸成事業を推進しています。また、東京 2020 大会

ではお台場海浜公園がトライアスロンや水泳マラソンの競技会場となるため、さらに気運醸成への取組

が必要となります。 

 このような機会を区民等がスポーツへの関心を高める好機と捉え、大会に向けたイベントや講座のほ

か、オリンピック・パラリンピックの歴史や過去の出場者の紹介等、様々な広報を充実させ、区民等の

「する」「みる」「支える」スポーツ活動の促進とスポーツを「知る」環境の充実へとつなげます。 

 スポーツセンターなどの区施設を大会参加国等に対して、事前キャンプ等として積極的に提供するこ

とで、東京 2020 大会等の気運醸成はもとより、区民等の国際交流機会の創出などにつなげていきます。 

 

●港区基本計画 事業計画化事業 

【東京 2020 大会等に向けた気運醸成の取組の推進】 

全体計画 

目標 
現状 必要事業量

事業計画 

後期 

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019）

年度 

平成 32（2020） 

年度 
計 

啓発・気運醸成 

３事業 
継続・充実 ３事業 継続・充実 継続・充実 継続・充実 ３事業 

  ※この表の中で示している３事業は以下のとおりです。 

   ①オリンピアン・パラリンピアン等によるスポーツ教室の実施  

   ②国際大会のパブリック・ビューイングの実施 

   ③ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オリンピアン・パラリンピアン等によるスポーツ教室 
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７-(１)-① オリンピアン・パラリンピアン等によるスポーツ教室の実施         重点 

 

 オリンピック・パラリンピックの種目に気軽に親しみ、スポーツへの関心を高めるため、オリンピア

ン・パラリンピアン等によるスポーツ教室を実施します。 

 事業を効果的に推進するため、スポーツ推進委員や区内スポーツ団体、ポート・スポーツ・サポータ

ーズクラブ事業受講生等の区民と連携し、取り組んでまいります。 

 

年次計画

取組目標 

現状 後期（実施計画） 

平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

オリンピアン・パラ

リンピアン等による

スポーツ教室の開催

４回 ４回 ４回 ４回 

 

成果指標 
平成 29（2017）

年度末（見込）

平成 30（2018）

年度 

平成 31（2019） 

年度 

平成 32（2020）

年度 

参加者数／年間 400 人 400 人 400 人 400 人 

 

 

７-(１)-② 国際大会のパブリック・ビューイングの実施 

 トップアスリートの真剣なプレーは観る者に感動を与える力があります。 

 競技会場に行かなくとも、パブリック・ビューイングの手法で仲間や会場の人たちとの一体感を味わ

い、感動を共有することができます。 

 スポーツセンターなどにおいて、国際大会のスポーツイベントのパブリック・ビューイングを実施し

ます。さらに、各団体や競技団体の力を活用し、大きな施設で開催するなど充実を図ります。 

 

７-(１)-③ ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業の実施〔再掲〕Ｐ69       重点 

 

 東京 2020 大会等の開催に向けて、ボランティアの育成や参加を拡大していくために、メンバーを公

募し、各競技やボランティアの勉強などを行い、ボランティアリーダーとなれる人材の育成を目指しま

す。 

 また、スポーツボランティアに関する活動の情報発信を充実するなどして、スポーツボランティアへ

の参加促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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７-(１)-④ みなとスポーツフォーラムの実施 

 （公財）港区スポーツふれあい文化健康財団と（公財）日本ラグビーフットボール協会の共催で、「み

なとスポーツフォーラム」を実施します。ラグビーワールドカップが開催される平成 31（2019）年ま

でに 100 回実施し、大会へのムーブメントの喚起だけでなく、スポーツに関する様々な関わり方を学び

ます。 

 100 回までの実績を生かし、このフォーラムから学んだ世界大会の価値を伝えることにより、ラグビ

ーワールドカップ 2019、東京 2020 大会の気運醸成につなげていきます。さらに、フォーラムを契機

に構築した関係団体との連携を図り、ラグビーの普及・啓発の取組を実施していきます。 

 

７-(１)-⑤ ラグビーを生かしたスポーツ振興事業の実施〔再掲〕Ｐ58 

 区と（公財）日本ラグビーフットボール協会との協定に基づく連携協力の一環として、区立小・中学

校の児童・生徒にラグビー観戦の機会を提供しています。今後は、成人向けカジュアルラグビーの体験

などを通じ、ラグビーのより一層の普及・啓発を図ります。また、ラグビーワールドカップ 2019 の開

催に向け、「秩父宮みなとラグビーまつり」をはじめ、様々な気運醸成事業に取り組みます。 

 

７-(１)-⑥ トップアスリート及びチームとの交流 〔再掲〕Ｐ62     重点 

 スポーツ技術を極めたトップアスリートからの助言や指導を受けることは、技術の向上や取り組む姿

勢、競技の歴史などを学ぶ絶好の機会です。またトップアスリートが属する企業による地域貢献は社会

の要請でもあり、現在行われている区立小・中学校への訪問とともに、今後は、さらにトップアスリー

トと連携し継続的な事業を推進していきます。 

 また、トップアスリートを招いて体験教室をはじめとしたスポーツイベントを実施するなど、港区を

ホームタウンとするトップアスリート及びチームとのスポーツ交流を促進する取組を強化します。 

 

７-(１)-⑦ 障害者スポーツの理解の推進〔再掲〕Ｐ73 

 東京 2020 大会に向け、障害者スポーツの理解を深めるため、職員、スポーツ推進委員等、障害者ス

ポーツに携わる人たちを対象とした研修等を実施します。 

 

７-(１)-⑧ 東京 2020 大会の気運醸成事業の推進                 新規 重点 

 

 東京 2020 大会の気運醸成を効果的に推進していくために、行政のみならず、区民、民間、全国各地

域と連携した気運醸成の取組が必要となります。 

 このため、企業連携による気運醸成事業の推進、東京 2020 大会前の時期を踏まえた普及・啓発イベ

ントの実施や東京 2020 大会時、区内で開催されるトライアスロンや水泳マラソンの普及など、東京

2020 大会の気運醸成に向けて区を挙げて取り組みます。 

 

 

 

 

  

【生涯学習推進課】

【オリンピック・パラリンピック推進担当/生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】
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７-(１)-⑨ 東京 2020 大会の事前キャンプ等の誘致                新規 重点 

 

 区が、東京 2020 大会の参加国等に対してスポーツセンターなどの区施設を提供することは、大会に

向けた気運醸成はもとより、区民等の国際交流機会の創出、地域経済の活性化などにつながるなど、効

果的かつ有益な取組です。 

 このため、東京 2020 大会に向けた各国・各競技団体の事前キャンプやスポーツ・サービス・センタ

ー※11、各国オリンピック委員会等によるＮＯＣハウスの誘致を推進します。 

 

７-(１)-⑩ 港区マラソンの実施〔再掲〕Ｐ51     新規 

 子どもから高齢者まで、国籍や障害の有無の区別なく、誰もが気軽に参加してスポーツの「する」「み

る」「支える」を体現することができる「港区マラソン」を実施します。 

 「港区マラソン」の実施に当たっては、東京 2020 大会に向けた気運醸成を図るとともに、地域振興、

国際化、教育、文化など、地域共生社会の実現に向けた基盤づくりとなるよう区内企業をはじめとする

様々な関係団体等と連携するほか、区民がボランティアとして参加する仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
※11 スポーツ・サービス・センター：大規模な国際競技大会において、競技直前の準備のために選手、コーチ、サポートスタッフが必

要な機能（分析サポート、リカバリー・コンディショニング、コミュニケーション・リラックス、情報戦略）を選択できるサポー

ト拠点。 

【オリンピック・パラリンピック推進担当/生涯学習推進課】

【オリンピック・パラリンピック推進担当】
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基本目標８ 東京 2020 大会等のレガシーの継承･活用 

 

 

 

施策(１)東京 2020 大会等を契機とした取組の展開 

 ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 大会を通じて構築したネットワークをさらに拡大すると

ともに、こうしたネットワークを活用した区民の「する」「みる」「支える」「知る」スポーツ活動の推

進を図ります。 

 また、東京 2020 大会後もスポーツを「支える」活動が継続されるよう、スポーツボランティア活動

の普及と定着を図ります。 

 

 

８-(１)-① 東京 2020 大会等を通じたネットワークの拡大を活用したスポーツの推進     新規 

 

 ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 大会を契機として構築した各企業や競技団体とのネット

ワークを生かし、区民や団体との協働により、「する」「みる」「知る」スポーツ活動の推進を図ります。 

 

８-(１)-② スポーツボランティア活動の普及と定着         新規 重点 

 東京 2020 大会後も「支える」活動が継続されるよう、関係団体との連携を図り、スポーツボランテ

ィア活動のさらなる普及と体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生涯学習推進課】

【生涯学習推進課】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の推進 第４章 
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第４章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

(１)推進体制 

 「港区スポーツ推進計画」の推進に当たっては、区民や行政だけではなく、地域の様々なスポーツ関

係機関や団体等が、それぞれ主体的にスポーツを推進するとともに、連携・協働して取組を進めます。 

 また、幅広い分野からの意見を収集することを目的とした「港区スポーツ運営協議会」を設置してい

ます。区のスポーツ事業の推進に関して必要な助言を受けるとともに、本計画の進捗状況を定期的に報

告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進のイメージ図

  
 

 
区 民 

連連連携携携･･･協協協働働働   

“スポーツを主体的に推進する”

“スポーツを始める・楽しむ”

港 区

民間 
スポーツ施設 

プロスポーツ・
企業スポーツ 

団体等 

商店会 

町会・ 
自治会 

スポーツ
推進委員 

幼稚園 
小･中学校 

高等学校 
・大学 

スポーツ
ボランティア 

保育所・
児童館・ 
子ども 

中高生プラザ 

（一財）港区
体育協会 

（公財）港区
スポーツふれあい

文化健康財団 

スポーツ・ 
レクリエーション 

団体 
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(２)各主体の役割 

 効果的な計画の推進に向けて、以下のそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが求められていま

す。 

 

〇区民 

 「する」「みる」「支える」の 3 つのスポーツの関わり方を通じて、一人ひとりが生涯を通じて、気軽

にスポーツに親しみ、豊かなスポーツライフを構築していくことが求められます。 

 これまでスポーツを行っていなかった区民は、身近な場所で体を動かすことや、「みる」スポーツ、「支

える」スポーツへの参加を含めて、スポーツに何らかの形で参加するきっかけを持つことが求められます。 

 

〇町会・自治会 

 それぞれの地域で個性や工夫をこらした、地域住民が参加しやすいスポーツ大会やイベントの開催が

求められます。また、スポーツ活動を通じて、地域住民のコミュニケーションが促進され、スポーツに

よる安全で活力のあるまちづくりの推進が図られます。 

 

〇商店会 

 地域住民が参加しやすいスポーツ大会やイベントの開催が求められます。既に区内の各地で、地域の

個性や工夫をこらしたスポーツイベントが開催されています。 

 

〇スポーツ・レクリエーション団体 

 多世代、多様な種目のスポーツが楽しめる活動機会の提供、スポーツ教室やイベントの開催などによ

るスポーツ活動の拡充が求められています。 

 

〇プロスポーツ・企業スポーツ団体等 

 トップアスリートの地域交流、学校訪問などを通じて、スポーツ活動へのきっかけづくり、地域の競

技力の向上などへの貢献が求められます。チーム・選手が活躍することは、区民に夢や感動を与え、区

全体のスポーツ気運の醸成につながります。 

 また、企業は、社員が日常的にスポーツ活動をできるような取組を行うことが求められます。 

 

〇民間スポーツ施設 

 地域のスポーツ・レクリエーション団体や公共スポーツ施設などとの連携を図り、区民に対して、よ

り良いスポーツサービスを提供していくことが求められます。 

 

〇幼稚園・保育所・小学校・中学校・児童館・子ども中高生プラザ等 

 幼稚園・保育所での生活や遊び、小学校・中学校の体育の授業や運動部の活動、児童館・子ども中高

生プラザでのスポーツ・遊びは、子どもの体力・運動能力の向上を図るとともに、生涯にわたりスポー

ツに親しむきっかけを作り出す重要な役割が求められます。 
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〇高等学校、大学 

 生徒や学生のスポーツボランティアへの参加、学内の体育・スポーツ施設の開放など、地域住民に開

かれた学校として、スポーツの推進に向けて積極的に働きかけることが求められます。 

 

〇スポーツ推進委員 

 住民の身近な立場で、地域住民のニーズに合わせた、スポーツの普及、実技の指導、助言などを積極

的に推進していくことが必要です。 

 また、地域の住民や団体とスポーツ指導者の調整など、区内の人材や団体のニーズを把握し、調整・

コーディネートしていく役割が求められています。 

 

〇（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団、（一財）港区体育協会 

 区のスポーツ事業の担い手として、行政との役割分担を明確に認識し、体育・スポーツに関する情報提

供や自主事業・イベントの実施など、区民のニーズに沿ったスポーツ事業を展開する必要があります。 

 行政との連携を図り、区のスポーツ施策の方針を共有して、協働によって区のスポーツのさらなる推

進を図ります。 

 

〇港区（行政） 

 区民がいつでも、どこでも、誰でも、スポーツができるよう、情報の提供や活動の場、機会の充実な

ど、区民のスポーツ活動の支援やスポーツ環境の整備を行っていきます。 

 地域の特性を生かしたスポーツ事業の実施に向け、各総合支所との連携を強化するほか、高齢者福祉、

障害者福祉、健康推進、子育て、学校教育など、庁内関係部局ともスポーツを視点とした連携を図り、

スポーツ事業の推進を図ります。 
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２ 計画の進行管理 

(１)管理方法 

 本計画に計上した施策は、計画【Plan】実行【Do】点検・評価【Check】見直し・改善【Action】

のサイクルで着実に推進します。 

 計画の 終年度となる平成 32（2020）年度に、それまでの達成状況を点検・評価し、その結果

を踏まえ次期計画の策定を行います。 
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(２)評価方法 

 本計画の施策・取組に対する評価は、行政による評価、区民を対象としたアンケート調査の結果

等を踏まえて総合的に行います。 

 

【行政による評価】 

① 事業所管課による進捗・目標達成度評価［毎年度実施］ 

本計画に掲げる全事業について、取組状況や成果指標の達成状況、課題等を各事業推進課にお

いて評価し、その結果を事業の見直しや改善等につなげることを目的に実施します。 

② 事務事業評価［毎年度実施］ 

各事務事業の必要性、効果性、実施手法の効率性等について評価し、その結果を事業の見直し

や改善等につなげることを目的として実施します。 

③ 港区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価［毎年度実施］ 

本計画に計上している事業について、取組状況及びその成果を学識経験者の専門的な視点で点

検及び評価し、課題や今後の取組の方向性を示すことを目的に実施します。 

④ 政策評価［３年ごとに実施］ 

港区基本計画に掲げる施策の実施状況や効果等について、学識経験者の専門的な視点や区民の

視点から政策の達成度を評価するとともに、各種施策について今後の方向性を明らかにするこ

とを目的として実施します。 

 

【区民等の意見】 

① みなとタウンフォーラムや各総合支所の区民参画組織からの意見、提言 

② 区民を対象としたアンケート調査 

３年に１回程度、スポーツの施策や取組への満足度や、行政への期待・要望等について調査を

行います。 
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資料編 

１ 港区教育ビジョンの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）策定の目的 

○教育を取り巻く環境の変化に対応し、様々な取組を柔軟・的確に変革していくための根幹

となる理念が必要です。 

○これまでの取組や成果を踏まえ、港区が目指す教育の基本理念、目指す人間像、取組の方

向性を示します。 

○多様な主体が教育の担い手となり、先進的・発展的な教育施策を推進するために、港区の

教育の方向性を明確にします。 

 

（２）教育ビジョンの位置付け 

○平成２７年度から平成３６年度までの１０年間。 

○教育基本法に基づく港区の「教育振興基本計画」。 

○港区基本構想を踏まえ、港区基本計画・港区実施計画と整合性を図ります。 

２ 教育ビジョンの目的と位置付け 

（１）港区におけるこれまでの取組 

○「港区教育振興プラン」に基づく学校教育・生涯学習の充実に取り組んできました。 

○区役所・支所改革を契機に区・教育委員会・学校・地域等の横断的な取組が活発化してい 

ます。 

 

（２）社会の変化と教育の課題 

○家庭を取り巻く環境の変化や、学校でのいじめの増加・質の変化が深刻な課題となってい

ます。 

○国により「いじめ防止対策推進法」「子どもの貧困対策推進法」施行等の取組がされていま

す。 

 

（３）港区の教育を取り巻く状況と課題 

○人口増加、グローバル化の進展、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催、子ど

も・子育て支援新制度や新たな地方教育行政制度の開始 

1 教育ビジョン策定の背景 
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（１）基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目指す人間像 

 

３ 港区が目指すこれからの教育 

【個人として】 

○夢と生きがいをもち、生涯を通じ自ら学び、 

個性を伸ばし、行動する人 

○自立心と責任感のある人 

○郷土への誇りと愛着をもつ人 

【社会との関わりにおいて】 

○地域の一員として、社会に関わり、

ともに生きる人 

○多くの世代と交流し、 

協働して社会に貢献する人 

○国際的視野をもって行動し、 

世界をリードする人 

【他者との関わりにおいて】 

○他者への思いやりや他者との絆を 

大切にする人 

○国籍や年齢、性別、障害の有無に 

かかわらず互いを尊重する人 

○他者と協調し、未来を創造する人 

すべての人の学びを 支え つなぎ 生かす 

生涯を通じて夢と生きがいをもち、 
自ら学び、考え、行動し、 

未来を創造する人
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４ 港区の教育における基本的方向性 

 

○自分を大切にするとともに、他者の痛みを理解し、他者を思いやる心を育成します。 

○人権教育、道徳教育を充実し、協調性や規範意識を育みます。 

○基礎学力の確実な習得、読書活動などを通じた論理的思考力の育成に取り組みます。 

○基本的な生活習慣と正しい食習慣の確立による、健康な体づくりを支援します。 

（１）「徳」「知」「体」を育む学び 

 

○一人ひとりの個性と能力を伸ばし、主体的に挑戦し努力する姿勢を育みます。 

○責任感のある社会人・職業人として自立できるようにする教育を推進します。 

○自ら学ぶ姿勢やコミュニケーション能力、自ら課題を発見し、解決を図る力を育成します。 

○平和に関する教育、国際感覚の育成、防災教育、環境教育、ＩＣＴ教育を推進します。 

（２）生き抜く力を育む学び 

 

○豊かな環境や人材など、港区の強みを生かした幅広い学びの機会の充実を図ります。 

○自らの基盤を固める「学び直し」、自らを高める学び、人生の豊かさを支える学びを支援します。 

○東京オリンピック・パラリンピックを契機として、スポーツを通じて人が支えあう地域づくりに取り組

みます。 

（３）生涯を通じた学び 

 

○区民が相互に学びあい、支えあう環境として、生涯学習施設や図書館などを活用したネットワークづく

りを進めます。 

○行政や学校だけではなく、区民をはじめとした多様な人や組織との協働による教育環境の一層の充実を

図ります。 

（４）地域社会で支えあう学び 

 

○一人ひとりが学びをきっかけに地域に参加し、習得した知識や経験を地域社会に還元する「学びの循環」

によって、活力ある地域コミュニティが形成されます。 

○学びを通して人と人、人と地域がつながり、「学びの循環」を一層広げていく取組を推進します。 

（５）つながり、伝え、循環する学び 
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（１）教育行政における個別計画による取組 

○教育行政における各個別計画に基づき、具体的な取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 
○子育てや福祉、保健衛生、環境、防災など、区の関係部署が策定する個別計画との 

連携によって取組を推進します。 

 

 

（２）学校、家庭、地域、事業者等との協働 

学校、家庭、地域、事業者など多様な主体が、港区における教育の担い手として協働す

ることで、区民一人ひとりの学びを支える教育環境を構築することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 教育ビジョンの実現に向けて 

港区学校教育推進計画 

港区生涯学習推進計画 

港区スポーツ推進計画 

港区立図書館サービス推進計画 

港区子ども読書活動推進計画 

主体 期待される役割 

 

幼稚園、小・中学校 
 
 

保育所、児童館、 

子ども中高生プラザ 

など  

○子どもの個性と創造力を伸ばす教育、幼小中の一貫教育、保幼小の連携

した教育を推進します。 

○遊びや学習を通じて協調性や規範意識を育み、子どもの自主性を尊重し

た学力、体力の向上を図ります。 

○地域に開かれた学校、児童福祉施設の環境づくりに取り組み、多様な主

体との協働による教育を推進します。 

 

家族、保護者 など 

○家族との関わりの中で、信頼感や愛着を育み、人と人との絆を学びます。

○子どもに基本的な生活習慣や規範意識を身に付けさせます。 

○子どもとともに成長するよう、子育てを通して様々なことを経験します。

 

町会・自治会、 

商店会、消防団 

など 

○学校や家庭と協働して、子どもたちの教育環境を整えます。 

○多世代での交流を進め、ともに学ぶ機会を創出します。 

○行政と協働して、多くの人の学びの成果が生きる地域社会をつくります。

 

大学、企業、ＮＰＯ、 

ボランティア団体、 

大使館 など 

○行政や区民と協働して、積極的に地域の教育に関わります。 

○専門的な知識や設備を生かして、学校や地域に学習の機会を提供します。

○ワーク・ライフ・バランスの取組を通じて、従業員の学びの機会の創出・

拡充を図ります。 

学校 

児童福祉施設 

地域 

事業者・団体 

家庭 
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２ 港区スポーツ推進計画改定方針 

 

港区スポーツ推進計画改定方針 

平成 29 年６月 13 日 

教 育 委 員 会 決 定 

 

 

１ スポーツを取り巻く現状 

（１）国等の状況 

   国は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」

という。）に向け、平成 27 年 6 月、東京 2020 大会の開催準備に専任で当たる担当大臣

（※）を設置し、さらに、平成 27 年 10 月、文部科学省の外局としてスポーツ行政を

一元的に担うスポーツ庁を設置するなど、体制の整備を行いました。また、平成 28 年

10 月には、東京 2020 大会に向けた政府の取組を公表し、平成 28 年 12 月以降、「beyond

（ビヨンド）2020 プログラム」（※）を推進しています。 

   平成 29 年３月には、スポーツ庁が第２期「スポーツ基本計画」を策定し、国民、ス

ポーツ団体、民間事業者、地方公共団体、国等が一体となって施策を推進していくこ

とが必要だとしています。 

   東京都では、平成 27 年度から東京 2020 大会成功に向けた区市町村支援事業（補助

金事業：スポーツ振興事業及びスポーツ施設整備）やパラリンピック普及・啓発事業

として東京都パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」を開始し、さ

らには、平成 27 年 12 月に「2020 年に向けた東京都の取組‐大会後のレガシーを見据

えて－」を策定しました。 

   国や東京都、東京 2020 組織委員会はじめ、全国自治体では、世界のトップアスリー

トの活躍を身近で感じることができ、東京 2020 大会への気運の醸成になることから、

東京 2020 大会事前キャンプ誘致を推進しています。 

   ラグビーワールドカップ 2019 については、平成 28 年度に「ワールドカップ 2019 に

おける地域交流推進要綱」をスポーツ庁が策定し、大会と連携した地域交流・地域活

性化施策等を推進する中で、大会開催の効果を全国に普及することが期待されていま

す。 

   このように、スポーツ行政は、国際大会の開催の充実とともに、スポーツの「楽し

さ」「喜び」という価値を享受し、前向きで活力ある社会と絆の強い社会を創ることが

求められています。 

 

（※）担当大臣： 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 

（※）beyond（ビヨンド）2020 プログラム： 2020 年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで

多様性に富んだ文化を生かし、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーを創り出す文化プログ

ラム 
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（２）港区の状況 

   区では、港区のスポーツの推進に関する多様な施策を総合的に体系化し、今後のス

ポーツ施策の基本的な方向性を定めた初の計画として、平成 24 年３月にスポーツ推進

計画を策定しました。 

   平成 27 年２月には「港区教育ビジョン」のもと、区民の「する」、「みる」、「支える」

スポーツ活動を重層的に展開し、子どもから大人まで、障害のある人もない人も、誰

もがスポーツに親しみ、スポーツで元気になる『スポーツ文化都市みなと』の実現に

向けた施策を着実に推進するため、スポーツ推進計画を改定しました。改定した計画

に基づき、東京 2020 大会に向けた気運醸成の取組としてオリンピアン等によるスポー

ツ教室や国際大会のパブリック・ビューイング、スポーツボランティア育成事業等の

実施や各国・各競技団体の東京 2020 大会事前キャンプ誘致の取組を進めています。ま

た、障害者スポーツへの取組を促進し、障害者を対象とした事業や障害者スポーツへ

の理解を深める機会を提供しています。 

   さらに、区内のお台場海浜公園がトライアスロン競技（オリンピック競技・パラリ

ンピック競技）会場となることから、区は（公社）日本トライアスロン連合等（※）

と平成 28 年 11 月に協定を締結し、トライアスロン競技の普及・啓発に取り組んでい

ます。 

   この他、2019 年のラグビーワールドカップに向けて、（公財）日本ラグビーフット

ボール協会との協定に基づくラグビーの普及・啓発に取り組んでいます。 

   東京 2020 大会等の国際大会を戦略的に活用して、今後一層区民のスポーツ活動の振

興を図ることが望まれています。 

 

（※）（公社）日本トライアスロン連合等： （公社）日本トライアスロン連合、（一社）東京都トライ

アスロン連合、港区トライアスロン連合、（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団、（一財）港区

体育協会 

 

 

２ スポーツ推進計画改定の方向性 

 スポーツ推進計画は、平成 27 年度から平成 32 年度までの６年間の計画とし、中間

年となる平成 29 年度に、後期３年に該当する平成 30 年度から平成 32 年度の計画に

ついて改定することとしています。 

 改定に当たっては、現行計画に掲げる目指すべき姿「みんなではぐくむ スポーツ

文化都市 みなと ～誰もが 生涯を通じて スポーツを楽しみ スポーツで元気

になるまちを目指して～」及び６つの基本目標「１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ

活動の促進」、「２ スポーツを通じた仲間づくり・地域づくり」、「３ 港区ならでは

のスポーツ文化の醸成」、「４ スポーツを楽しめる場の確保」、「５ スポーツ活動を

支援する環境の整備」、「６ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等

に向けて」を継承するとともに、今後３年間、さらに積極的に推進していく「障害者

スポーツ活動の場の充実と理解の促進」と「東京 2020 大会後のレガシーの継承・活

用」の２つの目標を新たに追加します。 
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 現行計画における 22 施策 80 事業については、区のこれまでの取組の成果とスポー

ツ環境の変化に伴う新たな課題、区民アンケートの結果等を踏まえ、以下の方向性の

もと内容を見直します。 

 

１ 誰もが気軽に楽しめるスポーツ環境を整え、スポーツ活動への参加意欲を高めま

す。 

○子どもから大人まで、障害のある人もない人も、誰もが、身近な場所で、スポーツ

に親しみながら、生涯を通じて、それぞれの興味や目的に応じてスポーツを楽しむ

ことができるよう、ライフステージに応じた多様なスポーツ施策を展開します。 
○介護予防や高齢者の健康増進を図るため、介護予防総合センター等の関係機関と連

携し、高齢者のスポーツ活動への参加意欲を高める取組を積極的に行います。 

 

２ 地域でスポーツを楽しめる場づくりを支援し、スポーツを通じたまちの活性化、

地域づくりを促進します。 

○スポーツを通じたまちの活性化、地域づくりを促進し、地域課題解決に向けた取組

を行う総合型地域スポーツ・文化クラブを支援します。 
○区民が、地域で仲間とスポーツを楽しむことで、コミュニケーションの場が育まれ

るよう、社会体育団体や体育協会加盟団体、自主クラブ等の地域スポーツ組織の活

動を支援します。 

 

３ 港区の特性を生かしたスポーツ施策を充実し、スポーツの楽しみや区民の交流を

広めます。 

○スポーツ関係機関やプロスポーツチーム等との連携を通じて、試合や練習の観戦機

会の拡大とともに、世界の舞台で活躍したトップアスリートの技術や魅力を、地域

のスポーツ推進に還元できるような取組を行います。 
○歴史的な名所や旧跡、六本木、赤坂、お台場等観光資源を生かしたウォーキングや

海を活用した事業を充実します。 
○大使館や区内在住外国人が多数を占める区の特性を生かし、スポーツを通じて国際

交流や相互理解を図る事業を実施します。 

 

４ スポーツ施設を整備・充実し、スポーツを楽しめる場を増やします。 

○区民が気軽にスポーツを続けられるようスポーツ施設の計画的な整備を図るととも

に、プログラムの充実により、サービスの向上に取り組みます。 
○区立小・中学校施設の開放に取り組み、区民の多様なスポーツ活動の場を充実しま

す。 
○区内の大学や民間スポーツ施設との連携を強化し、スポーツ活動の場の拡大を図り

ます。 
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５ 多様なスポーツ活動へのニーズに対応し、区民の主体的なスポーツ活動を支える

環境を整備します。 

○今後実施予定のマラソン大会はじめ、様々なスポーツイベントにおいて、スポーツ

活動を支える人材が必要となります。スポーツ活動を支えるリーダーの育成やスポ

ーツボランティアの育成・拡大、支援、組織間の連携の促進により、区民の主体的

なスポーツ活動を支える体制の整備を強化します。併せて、東京都と連携し、東京

2020 大会等への区民のボランティア参加を目指します。 

○区は、（公社）日本トライアスロン連合、（公財）日本ラグビーフットボール協会や

各種スポーツ団体等と連携し、様々なスポーツ活動の支援に努め、区民のスポーツ

への参加の促進を図ります。 

 

６ 障害者スポーツに触れる機会を創出し、障害者スポーツへの理解を深めます。 

○東京 2020 大会を契機とし、区民が障害者スポーツの理解を深められるよう、パラリン

ピック競技の体験機会を提供します。また、障害者スポーツに親しめるような環境の

整備を行います。 
○パラリンピック競技団体や区内企業等と連携を図り、区有施設でスポーツ教室を行う

など、障害者スポーツの普及・啓発を図ります。 

 

７ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた気運醸成の取組を

強化します。 

○東京 2020 大会時は、トライアスロン競技がお台場海浜公園で行われます。また、さ

らなる気運醸成に向け、大会の公式練習会場や各国・各競技団体の事前キャンプの

誘致、ＮＯＣハウスの設置等を目指します。 

○世界のトップアスリートと区民が身近に接することができるスポーツ教室や国際大

会のパブリック・ビューイングの実施等により、ラグビーワールドカップ 2019 や東

京 2020 大会への気運醸成を図ります。 

○ラグビーワールドカップ 2019 に向けて、（公財）日本ラグビーフットボール協会等

と連携し、ラグビーイベントやラグビー教室の充実を図り、ラグビーに触れる機会

を増やします。 

 

８ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会後のレガシー（遺産）を引き

継ぎ、区民のスポーツ活動の拡大を図ります。 

○東京 2020 大会を契機とした取組を大会後も継続して行い、「する」「みる」「支える」

スポーツの観点から区民のスポーツ活動が拡大されるような取組を推進します。 

○東京 2020 大会までの取組で培った各競技団体等との繋がりをもとに、大会後も区民

のスポーツ活動に生かせる事業を継続して実施します。 
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３ スポーツ推進計画改定に当たって 

（１）検討体制 

   公募区民や学識経験者、スポーツ関係団体の代表者、校長で構成する「スポーツ

推進計画検討委員会」において、スポーツに関する様々な視点から幅広い検討を行

います。 
   また、区政全般にわたる施策の横断的な展開を図るため、区長部局を含めた関係

職員（課長級）で構成する「スポーツ推進計画検討会」において検討を行います。 
 

（２）改定スケジュール 

平成 29 年６月    スポーツ推進計画改定方針決定 

平成 29 年 11 月    スポーツ推進計画（素案）決定 

平成 29 年 11～12 月  区民意見募集 

平成 30 年２月    スポーツ推進計画決定  

 

（３）改定計画の周知方法 

区ホームページに計画全文を掲載します。 
広報みなと及び教育委員会広報紙に計画改定の報告を掲載します。 
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３ 港区スポーツ推進計画検討委員会 

(１)港区スポーツ推進計画検討委員会設置要綱 
 
〇港区スポーツ推進計画検討委員会設置要綱 

平成２９年２月１０日 

２８港教生第２３７７号 

（設置） 

第１条 港区スポーツ推進計画の策定にあたり、様々な視点を踏まえ検討するため、港区スポーツ

推進計画検討委員会（以下「委員会」という。） を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について検討する。 

（１）港区スポーツ推進計画の策定に関すること。 

（２）その他港区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める事項 

（構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる区分により、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員 10 人以内を

もって構成する。 

（１）区民（公募） ２人以内 

（２）スポーツ・地域関係団体 ３人以内 

（３）学識経験者 ３人以内 

（４）区立学校（園）長 ２人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する事項について教育委員会に報告をする年度

の末日までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（組織） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（委員会） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（委員会の公開） 

第７条 委員会は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることがで

きる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
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付 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

 

(２)スポーツ推進計画検討委員会委員名簿 

所属等 氏名 

立教大学コミュニティ福祉学部 教授 ◎ 松尾 哲矢 

文教大学人間科学部 准教授 ○ 二宮 雅也 

東海大学体育学部 特任助教 秋吉 遼子 

スポーツ推進委員協議会 会長 今野 由理子 

（一財）港区体育協会 副会長兼専務理事 渡邉 建一 

（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団 次長 柴﨑 早苗 

公募区民 國田 圭作 

公募区民 熊崎 義紀 

芝浦小学校長 石井 卓之 

港南中学校長 渡辺 一信 

◎委員長   ○副委員長 

 

(３)スポーツ推進計画検討委員会開催経過 

開催日程 主な議事 

平成 29 年６月 23 日 

第１回 

○計画改定スケジュールについて 

○計画改定方針について 

○改定計画の概要（案）について 

平成 29 年７月 28 日 

第２回 

○アンケート調査結果について 

○港区スポーツ推進計画（素案）について 

平成 29 年８月 29 日 

第３回 
○港区スポーツ推進計画（素案）について 

平成 30 年１月 11 日 

第４回 

○パブリックコメント等の実施結果について 

○港区スポーツ推進計画（案）について 
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４ 港区スポーツ推進計画検討会 

(１)港区スポーツ推進計画検討会設置要綱 
 
〇港区スポーツ推進計画検討会設置要綱 

平成２９年２月１０日 

２８港教生第２３６９号 

（設置） 

第１条 港区スポーツ推進計画の策定にあたり、区政全般に対して施策の横断的な展開を図るため、

港区スポーツ推進計画検討会（以下「検討会」という。） を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次の事項について検討する。 

（１）港区スポーツ推進計画の策定に関すること。 

（２）その他教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、教育委員会事務局次長をもって充て、会務を統括する。 

３ 副会長は、教育委員会事務局生涯学習推進課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

４ 委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

（検討会） 

第４条 検討会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 検討会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習推進課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

総合支所管理課長 

総合支所協働推進課長 

保健福祉支援部高齢者支援課長 

保健福祉支援部障害者福祉課長 

みなと保健所健康推進課長 

企画経営部オリンピック・パラリンピック推進担当課長 

教育委員会事務局教育政策担当課長 

教育委員会事務局指導室長 
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(２)スポーツ推進計画検討会委員名簿 

所属 氏名 

教育委員会事務局次長 ◎ 新宮 弘章 

教育委員会事務局生涯学習推進課長 ○ 増田 玲子 

高輪地区総合支所管理課長 遠井 基樹 

赤坂地区総合支所協働推進課長 山田 吉和 

芝浦港南地区総合支所協働推進課長 大浦  昇 

保健福祉支援部高齢者支援課長 山本 睦美 

保健福祉支援部障害者福祉課長 横尾 恵理子 

みなと保健所健康推進課長 白井 隆司 

企画経営部オリンピック・パラリンピック推進担当課長 野上  宏 

教育委員会事務局教育政策担当課長 藤原 仙昌 

教育委員会事務局指導室長 松田 芳明 

◎会長   ○副会長 

 

(３)スポーツ推進計画検討会開催経過 

開催日程 主な議事 

平成 29 年８月７日 

第１回 

○計画改定スケジュールについて 

○計画改定方針について 

○アンケート調査結果について 

○改定計画の概要（案）について 

平成 29 年８月 25 日 

第２回 
○港区スポーツ推進計画（素案）について 

平成 29 年９月８日 

第３回 
○港区スポーツ推進計画（素案）について 

平成 30 年１月 26 日 

第４回 

○パブリックコメント等の実施結果について 

○港区スポーツ推進計画（案）について 
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５ 事務局 

      

所属 氏名 

教育委員会事務局生涯学習推進課スポーツ振興係長 加藤 岳 

教育委員会事務局生涯学習推進課スポーツ企画担当係長 若林 安徳 

教育委員会事務局生涯学習推進課スポーツ振興係 阿部 美代子 
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６ スポーツを取り巻く状況 

■平成 27 年以降のスポーツに関する国や東京都の動き 

 国の動き 東京都の動き 

平成 27 年 

（2015 年） 

[H27.6] 

●「今後の地域スポーツの推進方策に関する提

言」のとりまとめ 

・地域スポーツの推進方策として、地域スポーツを担う
プラットフォーム、スポーツの多様な関わり方へのアプ
ローチを定める。 

 

[H27] 

●「東京 2020 大会の成功に向けた区市町村支

援事業」の開始 

・東京 2020 大会の成功に向け、区市町村が主体的に
実施するスポーツ振興や地域活性化につながる事業
に対し、補助金により支援。 

 
[H27] 

●「NO LIMITS CHALLENGE」の開始 

・東京都主催のパラリンピック体験プログラム。競技体
験のほか、競技用具の展示やアスリートのトークショー
等により、パラリンピックの魅力を体感できる。 

 
[H27.12] 

●「2020 年に向けた東京都の取組－大会後の

レガシーを見据えて－」の策定 
・東京 2020 大会における、大会後のレガシーを見据え
た 2020 年までの東京都の取組をまとめている。 

 

平成 28 年 

（2016 年） 

[H28.3] 

●「地域における障害者スポーツの普及促進に

ついて」のとりまとめ 

・障害者スポーツの普及促進の必要性･課題を整理す
るとともに、普及促進に関する取組方策を設定。 

 
[H28.11] 

●「総合型地域スポーツクラブの今後の在り方に

関する提言」のとりまとめ 

・「100 年続くクラブづくり」に向けて将来的な実現可能
性を検討していくことが望まれる姿を設定。 

 
[H28.11] 

●「スポーツの実施状況等に関する世論調査」の

実施 

・スポーツの実施状況等に関する国民の意識を把握
し、今後の施策の参考とすることを目的として実施。 

 
[H28.12] 

●「ラグビーワールドカップ 2019 における地域交

流推進要綱」の策定 

・ラグビーワールドカップ2019の参加国･地域との人的･
経済的･文化的な相互交流を推進し、スポーツの振
興、教育文化の向上及び共生社会の実現を図る。 

 

[H28.7]  

●「アクション＆レガシープラン 2016」の策定 

・スポーツの力を生かし、誰もが自分の持つ力を発揮し
て、みんなが輝く社会を目指すもの。 

 
[H28.12] 

●「東京2020 大会に向けたボランティア戦略」の

策定 

・東京 2020 大会におけるボランティアの募集や研修な
どの運営のあり方、参加者の裾野拡大等についての
基本的な考え方を明示。 

平成 29 年 

（2017 年） 

[H29.1] 

●「beyond2020 プログラム」の実施 

・2020 年以降を見据え、日本の強みである地域性豊
かで多様性に富んだ文化を生かし、次世代に誇れる
レガシーの創出に資する文化プログラムを認証し、日
本全国へ展開。 

 
[H29.3] 

●「第２期スポーツ基本計画」の策定 

・今後 5 年間に総合的かつ計画的に取り組む施策とし
て、「「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡
大」、「スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実
現」、「国際競争力の向上」、「クリーンでフェアなスポ
ーツの推進」の４つを設定。 

 

[H29.4] 

●「新規恒久施設の施設運営計画」の策定 

・東京 2020 大会運営後の施設運営の指針となるもの。
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７ アンケート調査の概要 

(１)調査の名称 

 港区スポーツ推進計画の改定に向けたアンケート調査 

 

(２)調査目的 

 スポーツ推進に関する区民の実態、意向などを把握し、区民のスポーツを推進するための基礎資料と

するとともに、港区スポーツ推進計画改定の基礎資料として活用すること。 

 

(３)調査対象 

 20 歳以上の区内在住者等 2,500 人 

【内訳】 

①平成 29 年５月１日現在で住民基本台帳から抽出した 20 歳以上の在住者:1,500 人(うち､105 人は外

国人とし､英語版の調査票を使用する) 

（外国人にあっては、在留期間満了日が平成 29 年 12 月 31 日以降の人及び永住者・特別永住者） 

ア）他の計画改定に伴うアンケート調査実施の調査対象者と重複しないように抽出する。 

イ）日本人と外国人比率については、データ抽出基準日の時点の人口比率に従う。 

ウ）イの送付対象者は、世帯主の国籍をみることとする。 

②港区学校教育推進計画等改定支援業務委託事業者のリサーチ(市場調査)企業が保有する調査対象に

該当するインターネットモニターのうち､外国人を除く 20 歳以上の在住者:500 人 

③港区学校教育推進計画等改定支援業務委託事業者のリサーチ(市場調査)企業が保有する調査対象に

該当するインターネットモニターのうち､20 歳以上の在勤者:500 人 

 

(４)調査時期 

 調査対象①については、平成 29 年５月 19 日から平成 29 年６月９日まで 

 調査対象②・③については、平成 29 年６月９日から平成 29 年６月 14 日まで 

 

(５)調査方法 

○郵送調査 

平成 29 年５月１日現在で住民基本台帳から抽出した 20 歳以上の区内在住者 1,500 人に郵送にて調査

票を配布･回収した。 

○インターネット調査 

平成 29 年５月 1 日現在で外部インターネットモニターとして登録しているモニターのうち、20 歳以

上の区内在住者 500 人及び区内在勤者 500 人分の回答を回収した。 
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(６)回収結果 

●郵送調査  発送数 回収数 回収率 

区内在住者 1,500 件 493 件 32.9% 

●インターネット 

調査 

 対象 回収数 

区内在住者 500 件 500 件 

区内在勤者 500 件 500 件 

※インターネット調査では、調査票の回収期間中にもモニターの登録数（母数）が変動することから、回収率は

算出できない。 
 

前回分（平成 26 年実施） 

●郵送調査  発送数 回収数 回収率 

区内在住者 2,000 件 695 件 34.8% 

 

(７)アンケート結果の概要 

 ※在住者については、インターネットと郵送調査の結果を合算して集計 
 

【問】あなたの性別は。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【問】あなたの年齢（満年齢）は。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

男

76.4%

女

23.6%

無回答

0.0%

男

45.0%

女

53.6%

無回答

1.4%

1.8 

4.6 

7.2 

9.1 

13.9 13.7 
12.7 

10.4 

7.2 
6.4 

4.8 

7.4 

0.9 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

20.0 

0.8 
1.8 

9.2 

10.6 

14.0 

19.4 19.2 

15.0 

8.0 

1.6 

0.2 0.2 0.0 
0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

20.0 
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【問】あなたは健康だと感じていますか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【問】自分の体力についてどのように感じていますか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【問】日頃運動不足を感じていますか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

自信がある

11.2%

普通である

62.4%

不安がある

25.8%

わからない

0.6%

無回答

0.0%

健康

34.2%

どちらかといえば

健康

52.4%

あまり健康でない

11.0%

健康でない

2.4%
無回答

0.0%

健康

41.9%

どちらかといえば

健康

43.9%

あまり健康でない

11.1%

健康でない

3.0%
無回答

0.1%

自信がある

14.2%

普通である

56.7%

不安がある

27.5%

わからない

1.4%

無回答

0.2%

感じている

39.5%

ある程度

感じている

37.4%

あまり感じていない

14.2%

感じていない

7.5%

わからない

1.4%
無回答

0.1%

感じている

39.8%

ある程度感じ

ている

43.2%

あまり感じていない

12.2%

感じていない

4.6%

わからない

0.2%
無回答

0.0%
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【問】現在、運動やスポーツをすることが好きですか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

好き

28.6%

どちらかと

いえば好き

30.1%

あまり

好きではない

22.0%

嫌い

7.2%

どちらともいえない

10.5%

無回答

1.7%

好き

26.2%

どちらかと

いえば好き

38.2%

あまり

好きではない

24.2%

嫌い

7.2%

どちらともいえない

4.2%

無回答

0.0%
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【問】あなたがこの１年間に行った運動やスポーツは何ですか。（○はいくつでも） 

【在住者】N=993          
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【在勤者】N=500                 
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32.8 

24.3 

14.3 

24.3 

6.9 

10.6 

4.8 

13.8 

27.0 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=189

施設数の増加

利用時間の延長

指導者の配置

運動やスポーツ教室の充実

高齢者や障害者に配慮した設備

利用手続きの簡素化

施設利用団体に関する情報提供

その他

特にない

無回答

【問】その運動やスポーツを行った日数を全て合わせると、１年間にどの程度になりますか。（○は１つ） 

【在住者】N=824               【在勤者】N=401                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問】区立のスポーツ施設への要望はありますか。（○はいくつでも） 

【在住者】N=189                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【在勤者】N=24                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

週に３日以上

（年151日以上）

19.8%

週に１～２日

（年51日～150日）

30.2%

月に１～３日

（年12日～50日）

22.3%

３ヶ月に１～２日

（年４日～11日）

10.0%

年に１～３日

6.8%

わからない

1.3%

無回答

9.6% 週に３日以上

（年151日以上）

15.2%

週に１～２日

（年51日～150日）

34.7%月に１～３日

（年12日～50日）

27.7%

３ヶ月に１～２日

（年４日～11日）

12.2%

年に１～３日

9.0%

わからない

1.2%
無回答

0.0%

50.0 

37.5 

8.3 

16.7 

8.3 

33.3 

0.0 

8.3 

25.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=24

施設数の増加

利用時間の延長

指導者の配置

運動やスポーツ教室の充実

高齢者や障害者に配慮した設備

利用手続きの簡素化

施設利用団体に関する情報提供

その他

特にない

無回答
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【問】スポーツのクラブや同好会に入っていますか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問】今後、障害者スポーツの教室やイベント（講演会等含む）等に参加したいと思いま

すか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既に加入している

17.2%

加入したいと

思う

19.8%加入したいとは

思わない

49.4%

わからない

13.6%

無回答

0.0%既に加入している

18.5%

加入したいと思う

16.5%

加入したいとは

思わない

44.9%

わからない

18.6%

無回答

1.4%

是非参加したい

4.4%

できれば参

加したい

20.4%

あまり参加したいとは

思わない

24.2%

全く参加したいとは

思わない

28.2%

わからない

22.8%

無回答

0.0%

是非参加したい

3.2%

できれば

参加したい

20.4%

あまり参加したい

とは思わない

24.0%

全く参加したい

とは思わない

26.0%

わからない

25.0%

無回答

1.4%
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【問】今後、障害者スポーツの振興のためにどのような取組が必要と思いますか。（○はい

くつでも） 

【在住者】N=993                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21.2 

30.4 

33.2 

18.0 

18.4 

2.2 

38.2 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=500

障害者スポーツの体験

障害者をサポートするボランティア育成

障害者スポーツについて十分な知識を有する指導員の施設等への配置

障害者スポーツの理解促進のための講演会等の充実

障害者スポーツに関する記事の区報等への掲載

その他

わからない

無回答

22.8 

27.6 

27.3 

18.8 

23.9 

4.6 

34.5 

2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=993

障害者スポーツの体験

障害者をサポートするボランティア育成

障害者スポーツについて十分な知識を有する指導員の施設等への配置

障害者スポーツの理解促進のための講演会等の充実

障害者スポーツに関する記事の区報等への掲載

その他

わからない

無回答



 

113 

 資

料

編

【問】現在区は、東京 2020 大会の事前キャンプ誘致（以下、事前キャンプ誘致）の取組

を行っていることを知っていますか。 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問】区が事前キャンプ誘致を行った場合、誘致国や競技団体との交流としてどのような

ことを期待しますか。（○はいくつでも） 

【在住者】N=993                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

知っている

8.6%

知らなかった

90.4%

無回答

1.0%
知っている

12.0%

知らなかった

88.0%

無回答

0.0%

33.0 

38.6 

23.4 

14.8 

0.8 

41.4 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=500

スポーツ交流（スポーツ教室・イベント等）

国際文化交流（文化理解を促進するイベント等）

地域交流（各地域の事業への参加など）

区内学校を訪問するなど児童・生徒との交流

その他

わからない

無回答

39.1 

46.8 

21.6 

24.1 

1.4 

29.9 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N=993

スポーツ交流（スポーツ教室・イベント等）

国際文化交流（文化理解を促進するイベント等）

地域交流（各地域の事業への参加など）

区内学校を訪問するなど児童・生徒との交流

その他

わからない

無回答
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是非参加したい

7.5%

できれば参加したい

11.4%

あまり参加したい

とは思わない

21.7%
全く参加したい

とは思わない

37.6%

わからない

20.6%

無回答

1.3%

【問】2019 年（平成 31 年）に開催予定の第９回ラグビーワールドカップ（ラグビーワー

ルドカップ 2019）は、日本で開催されることが決まっています。このことを知って

いましたか。（○は１つ） 

【在住者】N=993               【在勤者】N=500                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問】ラグビーワールドカップ 2019 において、運営補助などのボランティア活動に参加

したいと思いますか。（○は１つ）また、その理由は何ですか。 

【在住者】N=993               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       【在勤者】N=500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

知っている

55.0%

知らなかった

43.4%

無回答

1.6%

知っている

57.8%

知らなかった

42.2%

無回答

0.0%

是非参加したい

10.4%

できれば参加したい

12.6%

あまり参加したいとは

思わない

18.4%

全く参加したいとは

思わない

37.4%

わからない

21.2%

無回答

0.0%
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【問】区の運動やスポーツに関する情報をどのようにして入手していますか。（○はいくつでも） 

【在住者】N=993                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【在勤者】N=500                 
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【問】あなたは、スポーツがもたらす効果とはどのようなものだと思いますか。（○はいく

つでも） 

【在住者】N=993                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【在勤者】N=500                 
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